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Ⅰ．計画の見直しに当たって 

１．見直しの目的と背景 

（１）見直しの目的 

本市では、より効果的・効率的な道路整備を進めるため、①防災・減災、②経済

活動の支援、③暮らしの安全と利便性の向上、④市民の健康増進やゆとり向上を基

本方針として、将来の道路網の基本計画となる「近江八幡市道路網マスタープラン」

を平成２８(２０１６)年４月に策定しました。 

しかしながら、策定から８年以上が経過し、この間、上位計画にあたる本市の基

本計画は平成３１(２０１９)年３月策定の「近江八幡市第１次総合計画」へと変わ

り、その基本目標のひとつとして、「時代に合った安全・安心な生活基盤を築き、

次世代への礎を築きます。」を掲げ、都市基盤整備の施策を「移動基盤の整備、確

保」、「災害に強いまちづくり」としました。さらに、近江八幡市第１次総合計画

については、策定から５年が経過したことから計画の中間見直しとして、令和６（２

０２４）年度から令和１０(２０２８)年度までの「近江八幡市第１次総合計画後期

基本計画」を令和６(２０２４)年３月に策定したところです。 

また、「近江八幡市都市計画マスタープラン」についても、近江八幡市第１次総

合計画の実現に向け、長期的な視点に立った土地利用や市街地形成の将来像を明ら

かにし、その実現に向けた課題への対応方針を定めるため、令和４(２０２２)年１

月に改定しました。あわせて、本市が目指す「ネットワーク型コンパクトシティ」

を具現化し、地域が活力を持って、持続できる日常生活圏の構築を図るため、公共

交通施策と連携しながら居住や医療、福祉、商業等の市民生活を支える機能の立地

の適正化に係る取組を総合的・一体的に推進するための指針として、新たに「近江

八幡市立地適正化計画」を令和４(２０２２)年１月に策定しました。 

 

これら上位計画、関連計画が改定されたこと、現状の道路整備状況等を踏まえ、

近江八幡市内の道路のあるべき姿を再検証する必要があることから道路網マスタ

ープランを見直し、改定するものです。 
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（２）計画改定の背景等 

１）国における動き 

国においては、平成３０(２０１８)年３月３１日公布、同年９月３０日に施行

された「道路法等の一部を改正する法律」（平成３０(２０１８)年法律第６号）

により、平常時・災害時を問わない安定的な輸送を確保するため、国土交通大臣

が物流上重要な道路輸送網を指定する「重要物流道路制度」が創設されました。 

また、道路交通を取り巻く新たな課題や社会的要請に対応すべく、広域道路ネ

ットワーク、交通・防災拠点、ＩＣＴ交通マネジメントの視点から検討され、各

ブロック別に新広域道路交通ビジョンが示されています。国土交通省近畿地方整

備局においても「近畿ブロック新広域道路交通ビジョン」を令和３(２０２１)年

７月に策定しており、基本方針として、広域道路ネットワークの形成、強化、交

通・防災拠点の整備並びにＩＣＴ交通マネジメントの推進が掲げられています。 

さらに、この「近畿ブロック新広域道路交通ビジョン」を踏まえて、社会資本

整備基本計画をはじめ、今後の計画的な道路整備・管理や交通マネジメント等の

基本となる「近畿ブロック新広域道路交通計画」が策定されています。当該計画

では、広域道路ネットワークにおいて基幹道路により連絡する拠点都市として近

江八幡市も含まれており、広域道路ネットワーク路線としては、国道８号、いな

べ近江八幡線（国道４２１号）が設定されています。 

 

２）滋賀県における動き 

滋賀県においては、国における「重要物流道路制度」の創設、「防災・減災、

国土強靭化のための５か年加速化対策」の要請を受けて、「滋賀県基本構想」の

理念を踏まえ、将来の道路ネットワークや公共交通ネットワーク、物流・人流等

の将来像について取り纏めた「滋賀県新広域道路交通ビジョン」が令和３(２０

２１)年３月に策定されました。当該計画では、地域の現状と目指すべき姿、広域

的な交通の課題と取組を整理した上で、地域の将来像を踏まえた広域的な道路交

通の今後の方向性として、産業活動や地域間交流・地域振興の支援や平常時・災

害時を問わない信頼性の高い広域道路ネットワークの整備、交通・防災拠点の整

備、ＩＣＴ交通マネジメントの推進を基本方針として定めています。 

また、今後の計画的な道路整備・管理や道路交通マネジメント等の基本となる

「滋賀県新広域道路交通計画」が策定されています。当該計画は、防災・減災、

国土強靭化、新たな国土構造の形成やグローバル化等の新たな社会・経済の要請

に応えるとともに、総合交通体系の基盤としての道路の役割強化やＩＣＴ・自動

運転等の技術の進展を見据えて、ネットワーク・拠点・マネジメントの３つの観

点から具体的な計画として策定されています。 

さらに、道づくりの基本方針を明らかにする「滋賀県道路整備マスタープラン

第３次（令和４年３月）」、具体的な道路計画として、「滋賀県道路整備アクシ

ョンプログラム２０２３（令和５年３月）」が策定されています。 
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２．道路網マスタープランの位置づけ 

本計画の位置づけは以下のとおりです。国や滋賀県、本市の上位・関連計画におけ

る道路整備の考え方等を踏まえつつ、本計画を検討します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-1 道路網マスタープランの位置づけ 

 

  

近江八幡市 道路網マスタープラン 
《道路網の指針・基本計画》 

《具体的な実施計画》 

近江八幡市 上位計画 

 

滋賀県 上位計画 

• 近江八幡市第一次総合計画 後期基本計画(R6.3) 

• 近江八幡市国土利用計画 第二次(R元.12) 

• 滋賀県新広域道路交通ビジョン(R3.3) 

• 滋賀県新広域道路交通計画(R3.3) 

• 滋賀県道路整備マスタープラン 第 3 次(R4.3) 

• 滋賀県道路整備アクションプログラム 2023 

(R5.3) 

近江八幡市 関連計画 

• 近江八幡市国土強靭化地域計画 

第 2 次 (R7.3) 

• 近江八幡市都市計画マスタープラン 

(R4.1) 

• 近江八幡市立地適正化計画(R4.1) 

• 近江八幡市交通安全計画 第 11 次 

(R4.2) 

• 近江八幡市観光振興計画(R5.3) 

• 近江八幡市橋梁長寿命化修繕計画 

(R7.1) 

国 上位計画 

• ２０４０年、道路の景色が変わる(R2.6) 

• 近畿ブロック新広域道路交通ビジョン(R3.7) 

• 近畿ブロック新広域道路交通計画(R3.7) 

滋賀県 関連計画 

• 滋賀県基本構想(H31.3) 

• 滋賀県基本構想実施計画第２期(R5.3) 

• 滋賀県都市計画基本方針(R4.3) 

• 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針 

(H31.3) 

• 滋賀県観光振興ビジョン(R4.3) 
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Ⅱ．道路網マスタープラン見直しの流れ 

本計画は、以下の流れで見直しを実施します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-1 道路網マスタープラン見直しの流れ 

道路網マスタープランの見直し 

現状把握・資料収集等 

道路・交通の課題整理等 

上位・関連計画の整理等 

道路網整備の基本理念 
・ 基本方針等の見直し 

将来道路網の設定 

道路網マスタープラン 
の見直し・作成 

パブリックコメント（意見公募）の実施 

令和 7 年度 

策定委員会等 

第１回 策定委員会 

第１回 庁内関係課会議 

第２回 策定委員会 

第３回 策定委員会 

道路整備アクションプログラムの見直し 

道路整備の基本方針の見直し 

整備対象路線の選定・評価 

道路整備アクションプログラム 
の設定・作成 

令和６年度 

庁内関係課 意見照会 

第 2 回 庁内関係課会議 
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Ⅲ．近江八幡市の現況 

１．市の概況 

（１）位置・地勢 

本市は、平成２２(２０１０)年３月２１日、旧近江八幡市と旧安土町が合併し、

誕生しました。市域は琵琶湖の東側に位置し、東は東近江市、南は蒲生郡竜王町、

西は野洲市に接しており、東西１７.０ｷﾛﾒｰﾄﾙ、南北２０.８ｷﾛﾒｰﾄﾙで面積は１７７.

４５平方ｷﾛﾒｰﾄﾙ（うち琵琶湖７６.０３平方ｷﾛﾒｰﾄﾙ）あり、滋賀県のほぼ中央に位

置しています。 

また、京阪神圏の外縁部に当たり、ＪＲ近江八幡駅から京都駅まで約４０分、大

阪駅までは約７０分であることから京都、大阪の通勤・通学圏内となっています。 

市域の北部には長命寺山、東部には安土山、繖山、箕作山、南部には瓶割山、雪

野山等の標高２００ﾒｰﾄﾙから４００ﾒｰﾄﾙの山々があり、西端には一級河川日野川が

流れ、琵琶湖へと流入しています。また、北東部には琵琶湖の内湖としては一番大

きい西の湖があります。 

 

図 3-1 位置・地勢図 

出典：国勢調査（令和２年度）、国土数値情報（平成１７年） 
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（２）人口・世帯数 

１）人口・世帯数 

人口は令和５(２０２３)年に８１，８０１人となっており、平成２７(２０１

５)年から横ばいで推移しています。世帯数は令和５(２０２３)年に３５，４１

６世帯となっており、増加傾向となっています。また、将来人口は減少傾向で予

測されています。 

 

図 3-2 人口・世帯数の推移 

出典：実  績 近江八幡市統計書 各年１０月１日住民基本台帳 

           推計値 近江八幡市第一次総合計画後期基本計画（令和６年３月） 
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２）人口分布 

人口分布（令和２(２０２０)年度２５０ﾒｰﾄﾙ人口メッシュ）は、近江八幡駅周

辺のほか、同じＪＲ琵琶湖線の路線駅である安土駅、篠原駅等の駅周辺部で人口

が多くなっています。 

図 3-3 人口分布の状況 

出典：国勢調査（令和２年度） 
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３）人口集中地区（ＤＩＤ） 

人口集中地区（ＤＩＤ）の面積は令和２(２０２０)年度に６．５８ﾍｸﾀｰﾙとなっ

ており、平成２７(２０１５)年度に減少したものの増加に転じています。人口密

度は令和２(２０２０)年度に５，５６５.７人/ﾍｸﾀｰﾙとなっており、減少傾向と

なっています。 

令和２(２０２０)年には近江八幡駅南側の鷹飼町が新たにＤＩＤ地区となっ

ています。 

表 3-1 ＤＩＤ地区の変遷 

年 
総人口 

 
（人） 

Ｄ Ｉ Ｄ 地 区 

地区内人口 
（人） 

増減率 
（％） 

面 積 
（ha） 

人口密度 
（人/ha） 

平成 22 年 81,738  34,924  －  5.82  6,000.7  

平成 27 年 81,312  29,639  84.9  5.12  5,788.9  

令和 2 年 81,122  36,622  123.6  6.58  5,565.7  

図 3-4 ＤＩＤ地区の変遷 

出典：国勢調査 
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（３）産業 

１）農業の動向 

農業従事者の高齢化や担い手不足等により、農業経営体数は令和２(２０２０)

年には８９７戸、経営耕地面積も２，３２６ﾍｸﾀｰﾙと、平成７(１９９５)年からの

２５年間で経営体数は約４分の１以下、経営耕地面積は約半数に減少しています。 

図 3-5 農業の推移（経営体数・経営耕地面積） 

出典：近江八幡市統計書 

２）漁業の動向 

漁業従事者も高齢化や担い手不足等により、漁業従事者数は平成３０(２０１

８)年には１８１人、湖沼漁業経営体数も９７戸と、平成１０(１９９８)年から

の２０年間でどちらも約半数に減少しています。 

図 3-6 漁業の推移（経営体数・漁業従業者数） 

出典：近江八幡市統計書 
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３）工業の動向 

工業の事業所数（従業員４人以上）は令和４(２０２２)年度に１１４件となっ

ており、平成２７(２０１５)年度以降減少傾向でしたが、令和２(２０２０)年度

以降は増加に転じています。 

従業員数は令和４(２０２２)年度に５，９６５人となっており、平成２７(２

０１５)年度に大幅に増加して以降、おおむね増加傾向となっています。 

製造品出荷額等は令和４(２０２２)年度に２，４９２億円であり、令和２(２

０２０)年度以降増加傾向となっています。 

 

図 3-7 工業の推移（事業所数・従業員数・製造品出荷額等） 

出典：滋賀県工業統計調査、経済産業省 経済構造実態調査（製造業事業所調査） 
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４）商業の動向 

商業の事業所数は令和３(２０２１)年度に６８１件となっており、平成２４

(２０１２)年度に減少して以降増加傾向となっていましたが令和３(２０２１)

年度に減少しています。 

従業員数は令和３(２０２１)年度に５，９６１人となっており、平成２４(２

０１２)年度に減少して以降増加傾向となっています。 

年間商品販売額は令和３(２０２１)年度に１，４１８億円となっており、平成

２４(２０１２)年度に減少して以降増加傾向となっていましたが令和３(２０２

１)年度に減少しています。 

図 3-8 商業の推移（事業所数・従業員数・年間販売額） 

出典：滋賀県商業統計 
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（４）都市計画・市街化区域（用途地域） 

市域のうち琵琶湖を除く１０，１４２ﾍｸﾀｰﾙが都市計画区域に指定されており、

うち市街化区域面積が約１，０６８ﾍｸﾀｰﾙ、市街化調整区域面積が約９，０７４ﾍｸﾀ

ｰﾙとなっています。 

用途地域は近江八幡駅周辺に商業及び近隣商業地域、それを取り囲むように第一

種、第二種中高層住居専用地域が指定され、北東部に第一種居住地域が指定されて

います。その他ＪＲ篠原駅、ＪＲ安土駅はいずれも駅前に近隣商業地域が指定され、

その周辺で住居系用途地域が指定されています。また、長光寺山の麓や国道８号沿

道の工業団地には工業系用途地域が指定されています。 

 

表 3-2 都市計画区域の指定状況 

区 域 区 分 面 積 (ha) 

都市計画区域 10,142.0    

 市街化区域 1,067.6    

 市街化調整区域 9,074.4    

 

表 3-3 用途地域の指定状況 

用 途 地 域 面 積 (ha) 

第一種低層住居専用地域 107.6    

第二種低層住居専用地域 0.0    

第一種中高層住居専用地域 187.9    

第二種中高層住居専用地域 92.7    

第一種住居地域 360.5    

第二種住居地域 38.9    

準住居地域 0.0    

近隣商業地域 32.2    

商業地域 92.0    

準工業地域 6.2    

工業地域 11.4    

工業専用地域 138.2    

計 1,067.6    
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図 3-9 都市計画区域・市街化区域の指定状況 

出典：令和４年度 都市計画基礎調査 
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（５）土地区画整理事業 

土地区画整理事業は、これまでに５地区、施行面積１６０．７ﾍｸﾀｰﾙの事業が実施

されており、全て施行済となっています。 

 

表 3-4 土地区画整理事業の一覧、整備状況 

NO. 事 業 名 区域面積 (ha) 進捗状況 

１ 近江八幡駅前土地区画整理事業 20.2   施行済 

２ 近江八幡中央土地区画整理事業   55.7   施行済 

３ 近江八幡駅南部土地区画整理事業 67.7   施行済 

４ 近江八幡東部土地区画整理事業（組合施行） 14.7   施行済 

５ 近江八幡蟻尾土地区画整理事業（組合施行） 2.4   施行済 

 計 160.7    

図 3-10 土地区画整理事業の実施状況 

出典：令和４年度 都市計画基礎調査、近江八幡市資料  
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（６）地区計画 

本市の地区計画は、近江八幡駅南側地域の市街化区域（用途：工業地域）を滋賀

中部地方拠点都市地域の中核地として、都市機能を備えた施設の配置のもとに良好

な市街地の形成を図るため、平成８(１９９６)年８月、「近江八幡駅南部地区（面

積２８.２ﾍｸﾀｰﾙ）」として策定したのが始まりです。この地区計画により、近江八

幡駅南側周辺の道路整備とともに複合型商業施設が立地することになりました。 

市街化区域の拡大については、様々な制度等により容易ではなく、平成１８(２

００６)年、開発許可制度が改正されたことから、市街化調整区域における地区計

画制度を活用することにより現在までに４１か所（約５５ﾍｸﾀｰﾙ）の地区計画を決

定しました。 

また、市街化区域においても、土地利用の用途の見直し等により、６か所（約５

０ﾍｸﾀｰﾙ）の地区計画を決定しました。 

表 3-5 地区計画一覧 

番
号 

名  称 位  置 区域区分 
計画決定年月日 
(変更・最終決定等) 

面 積
（ha） 

土地利用
用 途 

進 捗 
状 況 

1 
小舟木エコ村
地区計画 

小船木町 721 番地
1 外62 筆 

市街化調整区域 平成19年 9月 5日 14.89  
住宅、店舗
等 

完了済 

2 
上田町法師子
地区計画 

上 田 町 法 師 子
1243-5 外2 筆 

市街化調整区域 平成19年 9月 5日 0.93  
住宅、店舗
等 

完了済 

3 
東町豆田地区
計画 

東町豆田181-2 外
11 筆 

市街化調整区域 平成19年 9月 5日 0.50  住宅 完了済 

4 
江頭町的田地
区計画 

江 頭 町 字 的 田
1000 番 外5 筆 

市街化調整区域 平成21年 3月30日 0.65  住宅 完了済 

5 
上田町牛明地
区計画 

上 田 町 字 牛 明
1041 番1 外10 筆 

市街化調整区域 平成21年4月30日 0.31  住宅 完了済 

6 
加茂町南代地
区計画 

加茂町 3657-1 外
3 筆 

市街化調整区域 平成21年 7月31日 0.44  住宅 完了済 

7 
大森町下本田
地区計画 

大森町下本田 17
番 外15 筆 

市街化調整区域 平成21年 7月31日 0.87  住宅 完了済 

8 
観光・物産振
興モデル地区
計画 

北之庄町字川西の
一部、字川東の一
部 

市街化区域 平成22年 1月 6日 11.60  
店舗、工
場、事務所
等 

完了済 

9 
西本郷町瓦ヶ
田地区計画 

西本郷町字瓦ケ田
59 番1 外4 筆 

市街化調整区域 平成21年12月 2日 0.39  住宅 完了済 

10 
国道 8 号上田
町当田活性化
地区計画 

上田町字当田 159
番1 外16 筆 

市街化調整区域 平成22年 7月 7日 0.69  店舗 完了済 

11 
国道 8 号馬淵
町下司活性化
地区計画 

馬 淵 町 字 下 司
1680 番 1、字三十
落1343 番3 

市街化調整区域 平成22年 8月30日 0.83  店舗 完了済 

12 
西庄町黒橋地
区計画 

西 庄 町 字 黒 橋
801-1 外13 筆 

市街化調整区域 平成23年 4月20日 0.55  住宅 完了済 

13 
大森町五反畑
地区計画 

大森町字五反畑
63 外24 筆 

市街化調整区域 平成23年 8月10日 0.94  住宅 完了済 

14 
武佐町堂窪地
区計画 

武佐町字堂窪 439
番 外9 筆 

市街化調整区域 平成23年12月26日 0.61  住宅 完了済 

15 
多賀町三十六
地区計画 

多賀町字三十六
383 番1 外9 筆 

市街化調整区域 平成24年 2月22日 0.67  住宅 完了済 

16 
西庄町黒橋中
央地区計画 

西 庄 町 字 黒 橋
2853 番 

市街化調整区域 平成24年 6月25日 0.47  住宅 完了済 

17 
土田町南田地
区計画 

土田町字南田 186
番1 外26 筆 

市街化調整区域 平成25年 2月22日 1.14  住宅 完了済 
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番
号 

名  称 位  置 区域区分 
計画決定年月日 

(変更・最終決定等) 
面 積
（ha） 

土地利用
用 途 

進 捗 
状 況 

18 
中小森町奥野
地区計画 

中小森町字奥野
836 番1 外64 筆 

市街化調整区域 平成25年  6月26日 1.63  住宅 完了済 

19 
国道 8 号石寺
松ノ木活性化
地区計画 

安土町石寺字松ノ
木466 番1 外 

市街化調整区域 平成26年10月 3日 1.51  
店舗、物流
倉庫 

完了済 

20 
鷹飼町又賀地
区計画 

鷹飼町字又賀 374
番1 外19 筆 

市街化調整区域 平成27年 3月30日 0.94  住宅 完了済 

21 
東町ひての木
地区計画 

東町ひての木 187
番1 外 

市街化調整区域 平成27年12月 4日 4.58  住宅、店舗 完了済 

22 
土 田 町 南 田
（東）地区計画 

土田町字南田 197
番1 外20 筆 

市街化調整区域 平成28年 2月26日 1.47  住宅 完了済 

23 
常楽寺四ノ坪
地区計画 

安土町常楽寺字四
ノ坪24 番 外17 筆 

市街化調整区域 平成28年 4月18日 2.63  住宅 完了済 

24 
にぎわい・交
流拠点地区計
画 

桜宮町、出町 市街化区域 平成  4年 5月 8日 6.40  
公共公益
施設、事務
所、店舗 

事業中 

25 
西本郷町深入
地区計画 

西本郷町字深入
269 番 外 

市街化調整区域 平成29年 8月25日 0.68  住宅 完了済 

26 
国道 421 号武
佐町鳥居前活
性化地区計画 

武佐町字鳥居前
493 番3 外 

市街化調整区域 平成30年 2月21日 0.42  店舗 完了済 

27 
加茂町北代地
区計画 

加 茂 町 字 北 代
1052 番1 外 

市街化調整区域 平成30年  4月13日 0.71  住宅 完了済 

28 
国道 8 号御所
内町苗代又活
性化地区計画 

御所内町字苗代又
230 番 外 

市街化調整区域 平成30年  4月13日 0.35  店舗 協議中 

29 
県道 26 号多
賀町七ノ坪活
性化地区計画 

多賀町字七ノ 坪
459 番1 外 

市街化調整区域 平成30年 4月13日 0.34  店舗 完了済 

30 
若宮町下分木
地区計画 

若宮町字下分木
602 番1 外 

市街化調整区域 平成30年11月16日 1.45  住宅 完了済 

31 
国道 8 号馬淵
町下明神川活
性化地区計画 

馬淵町字下明神川
1647 番1 外3 筆 

市街化調整区域 平成30年11月16日 0.49  店舗 完了済 

32 
小田町浦ノ田
地区計画 

小田町字浦ノ 田
860 番1 外 

市街化調整区域 平成31年 3月 8日 0.54  住宅 完了済 

33 
北里循環型生
活圏地区計画 

十王町882番1 外 市街化区域 平成31年 3月29日 6.60  住宅 完了済 

34 

県道 26 号西
庄町沿道サー
ビス振興地区
計画 

西庄町2771 番 外 市街化調整区域 平成31年 3月29日 2.28  住宅、店舗 完了済 

35 
商業機能交流
拠点地区計画 

土田町 1318 番 1 
外 

市街化区域 平成31年 3月29日 12.20  
店 舗 、 住
宅、公共公
益施設 

部分 
完了 

36 
県道 2 号小船
木町複合拠点
施設地区計画 

小船木町 819 番 
外 

市街化区域 平成31年 3月29日 10.70  
店舗、公共
公益施設 

部分 
完了 

37 
安土循環型生
活圏地区計画 

安 土 町 下 豊 浦
8713 番1 外 

市街化区域 令和 4年 5月27日 2.40  住宅、店舗 完了済 

38 
県道 2 号西庄
町筆ノ部活性
化地区計画 

西庄町字筆ノ 部
1236 番1 外 

市街化調整区域 令和元年12月20日 0.55  店舗 完了済 

39 
鷹飼町横八反
田地区計画 

鷹飼町字横八反田
421 番 外 

市街化調整区域 令和 2年 4月28日 0.69  住宅 完了済 
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番
号 

名  称 位  置 区域区分 
計画決定年月日 

(変更・最終決定等) 
面 積
（ha） 

土地利用
用 途 

進 捗 
状 況 

40 
武佐町吉ケ藪
地区計画 

武佐町字吉ケ藪
286 番 外 

市街化調整区域 令和 4年 5月27日 0.82  住宅 完了済 

41 
県道 26 号多
賀町樋ノ口活
性化地区計画 

多賀町字樋ノ口 32
番 外 

市街化調整区域 令和 3年 2月19日 0.47  
事務所、倉
庫 

完了済 

42 
池田本町下池
田町地区計画 

池田本町字下池田
町638 番14 外 

市街化調整区域 令和 3年 7月27日 2.33  住宅、店舗 完了済 

43 
国道 8 号友定
町西浦活性化
地区計画 

友定町字西浦 317
番2 外 

市街化調整区域 令和 3年 9月10日 0.51  店舗 完了済 

44 
国道 8 号上田
町行司殿活性
化地区計画 

上田町字行司殿
251 番3 外 

市街化調整区域 令和 4年 2月18日 1.58  店舗 完了済 

45 
鷹飼町畔高地
区計画 

鷹飼町字畔高 387
番 外 

市街化調整区域 令和 4年11月25日 0.79  住宅 完了済 

46 
県道 2 号西庄
町黒橋活性化
地区計画 

西庄町字黒橋 988
番3 外 

市街化調整区域 令和 4年11月25日 1.32  店舗 事業中 

47 
国道 8 号友定
町廣門活性化
地区計画 

友定町字廣門 38
番 外 

市街化調整区域 令和 6年 9月20日 1.02  
事務所、倉
庫 

開発許
可済 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-11 地区計画の指定状況 

出典：都市計画決定 GIS データ（令和５年３月） 近江八幡市資料 
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（７）主要施設 

主要施設のうち学校は小中学校が１７校、高等学校が４校、専修学校が１校あり、

医療施設は二次・三次救急医療として近江八幡市立総合医療センター、初期救急医

療として近江八幡休日急患診療所が立地しています。高齢者福祉施設は３９施設と

なっています。 

図 3-12 主要施設の立地状況（行政施設・学校・医療施設・高齢者福祉施設） 

出典：国土数値情報、滋賀県保健医療計画（令和６年３月改訂） 
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（８）観光 

１）主要観光地 

本市の観光資源は、市域北部に広がる琵琶湖及び淡水湖で唯一の有人島である

沖島やラムサール条約の登録湿地である西の湖、水郷地帯等の自然の観光資源が

あります。また、各時代の重層的で多様な歴史文化により形成された観光資源と

して、市内中心部北側にある日牟禮八幡宮、八幡堀重要伝統的建造物保存地区、

ヴォーリズ建築群があり、市域東端には、国の特別史跡である織田信長が築いた

安土城跡や安土城考古博物館があります。 

また、新たな観光施設としては、北之庄町地先のウェルサンピア滋賀（旧滋賀

厚生年金休暇センター）の跡地に平成２７(２０１５)年１月に開業した「ラ・コ

リーナ近江八幡」があり、本市の主要な観光施設となっています。 

   

   

図 3-13 主要観光地の立地状況 

出典：近江八幡市観光振興計画（令和５年３月） 
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２）観光入込客数 

本市における年間観光入込客数は平成２６(２０１４)年まで３００万人前後

で推移していましたが、「ラ・コリーナ近江八幡」の開業の効果等により増加傾

向となり、令和元(２０１９)年には５６６万人を記録しました。 

しかしながら、新型コロナウイルス流行の影響により令和２(２０２０)年は激

減し、３８９万人となりました。以降、新型コロナウイルスの流行の終息ととも

に徐々に増加し、令和５(２０２４)年には従前を上回る６４４万人を記録しまし

た。 

なお、令和５(２０２４)年の「ラ・コリーナ近江八幡」の観光入込客数は４０

９万人で８年連続滋賀県内の観光施設で１位となっています。 

 

図 3-14 観光入込客数の推移 

出典：滋賀県観光統計調査 
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（９）都市公園 

都市計画公園は運動公園が２か所、地区公園、近隣公園がそれぞれ１か所、街区

公園が１１か所の計１５か所、面積は約２６．９ﾍｸﾀｰﾙとなっています。緑地は３か

所で面積は約１７５．５ﾍｸﾀｰﾙとなっています。 

 

表 3-6 都市公園の整備状況 

種別 
公 園 名 

位  置 
計画決定 供  用 整備率 

 
(％) 番号 名  称 

面積
(ha) 

年月日 
面積
(ha) 

年月日 

運動 
公園 

6・4・1 
近江八幡市立 
健康ふれあい公園 

近江八幡市竹町 4.60 H24. 8.31 4.20 R 4. 3. 1 100.0 

6・5・1 
近江八幡市立 
運動公園 

近江八幡市津田町 13.10 S52. 3.28 13.10 S59.12.10 100.0 

地区 
公園 

4・4・2 八幡公園 近江八幡市宮内町 4.80 H 5.12.10 4.80 H21. 3.31 100.0 

近隣 
公園 

3・3・9 篠原公園 
近江八幡市安養
寺、古川町 

1.00 S56.10.30 1.00 H 3. 5. 1 100.0 

街
区
公
園 

2・2・101 駅前第 1 児童公園 近江八幡市鷹飼町 0.36 S40. 5.29 0.36 S43. 3.31 100.0 

2・2・102 駅前第 2 児童公園 近江八幡市出町 0.12 S40. 5.29 0.12 S43. 3.31 100.0 

2・2・103 駅前第 3 児童公園 近江八幡市鷹飼町 0.11 S40. 5.29 0.11 S43. 3.31 100.0 

2・2・104 八幡児童公園 近江八幡市博労町 0.25 S47. 7.28 0.25 S48. 2.2  100.0 

2・2・105 中央第 1 児童公園 近江八幡市出町 0.15 S48.12.20 0.15 S51. 2.17 100.0 

2・2・106 中央第 2 児童公園 近江八幡市桜宮町 0.15 S48.12.20 0.15 S50. 3.31 100.0 

2・2・107 中央第 3 児童公園 近江八幡市中村町 0.37 S48.12.20 0.37 S50. 3.31 100.0 

2・2・108 中村児童公園 近江八幡市中村町 0.90 S48.12.20 0.90 S50. 3.31 100.0 

2・2・109 江頭公園 近江八幡市江頭町 0.30 S52. 2.16 0.30 S56. 9. 1 100.0 

2・2・110 為心町公園 近江八幡市為心町 0.20 S52. 2.16 0.20 S56. 1.10 100.0 

2・2・111 末広公園 近江八幡市末広町 0.49 S56. 2.28 0.49 S57. 2.17 100.0 

緑
地 

2 日野川緑地 
近江八幡市新巻
町、浄土寺町他 

155.70  S52. 3.28 -  - -  

3 八幡川緑地 
近江八幡市北之庄
町、鉄砲町他 

1.10 S52. 3.28 0.50 - 45.5 

5 北之庄沢緑地 北之庄町 18.70 H24. 8.31 -  - 0.0 

 

公園種別計 
計  画 供  用 

面積(ha) ヶ所 面積(ha) ヶ所 

運動公園 17.70  2  17.30  2  

地区公園 4.80  1  4.80  1  

近隣公園 1.00  1  1.00  1  

街区公園 3.40  11  3.40  11  

計 26.90  15  26.50  15  

緑  地 175.50  3  0.50  1  
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図 3-15 都市公園の状況 

出典：令和４年度 都市計画基礎調査 
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（１０）災害ハザード 

１）洪水 

本市における洪水による浸水想定区域は、干拓地等の低地で浸水リスクが非常

に高く、５ﾒｰﾄﾙ以上の浸水となる区域があります。また、琵琶湖沿岸、日野川等

の一級河川沿いの区域においても浸水リスクが高い状況にあります。 

市内中心部については、１ﾒｰﾄﾙ未満の浸水が想定されています。 

図 3-16 洪水浸水想定区域 

出典：滋賀県防災情報マップ GIS データ 

 

※表示の浸水想定区域は野洲川（令和元年１０月２５日公表）、愛知川（令和２年６月９日公表）、日野

川（平成３１年３月１９日公表）、琵琶湖（平成３１年３月１９日公表）の洪水浸水想定図及び中小河川

等を含む内水氾濫を考慮した地先の安全度マップ（令和２年３月３１日公表）の５つのシミュレーション

結果を重ね合わせて浸水区域と浸水深が最大となるように表現したものです。 
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２）土砂災害 

本市の北部には長命寺山、東部には安土山、繖山、箕作山、南部には瓶割山、

雪野山等の標高２００ﾒｰﾄﾙから４００ﾒｰﾄﾙの山々があり、その山裾には旧来の人

家等が連坦しており、土砂災害の危険性があります。 

本市の土砂災害防止法に基づく土砂災害警戒区域の指定箇所は、土石流の土砂

災害警戒区域が３０か所あり、うち１７か所は土砂災害特別警戒区域にも指定さ

れています。また、急傾斜地の崩壊の土砂災害警戒区域の指定が１０９か所あり、

うち８８か所は土砂災害特別警戒区域にも指定されています。 

なお、地すべりの土砂災害警戒区域の指定はありません。 

図 3-17 土砂災害警戒区域等の指定状況 

出典：国土数値情報（令和５年） 
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３）地震（震度） 

本市に大きな影響を及ぼす地震としては、内陸型地震（直下型地震）である「琵

琶湖西岸断層帯地震」と海溝型地震である「南海トラフ地震（陸側ケース）」が

想定されています。 

琵琶湖西岸断層帯地震は、マグニチュード７.８程度の地震が発生すると推定

されており、本市では最大震度７が想定されています。 

南海トラフ地震は、マグニチュード８～９クラスの巨大地震が発生すると推定

されており、陸側ケースで発生した場合、本市域のほとんどは震度６強若しくは

震度６弱の揺れとなることが想定されています。 

なお、本市は南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法に

おいて、「南海トラフ地震防災対策推進地域」に指定されています。 

図 3-18 推定震度分布の状況 

出典：滋賀県防災情報マップ 平成２６年３月公表 
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４）液状化 

液状化現象とは地下水が十分に満たされている砂地盤に地震動が作用すると、

砂粒子が液体のように動き、地下水に浮かんだ状態になることです。液状化した

砂や地下水は、地盤の弱いところから地表に噴き出すことがあります。 

ＰＬ値とは地震時における地盤の液状化の危険度を評価するための指標とし

て、液状化する可能性を数値化したものであり、ＰＬ値が大きいほど液状化発生

の可能性が高く、液状化の程度も大きくなります。 

近江八幡市を含む琵琶湖東岸の地盤は、液状化の起こりやすい沖積層が広く分

布しています。微地形分類では干拓地、三角州・海岸低地、後背湿地となってお

り、液状化の発生傾向の高い地形となっています。 

市内中心部、近江八幡駅周辺ではおおむね低い値となっている区域が多いです

が、駅南側に一部ＰＬ値１５以上の高い区域もみられます。 

図 3-19 液状化危険度分布の状況 

出典：滋賀県防災情報マップ（平成２６年３月公表） 

 



27 

５）緊急輸送道路 

緊急輸送道路は、地震防災対策特別措置法第５条において、緊急輸送を確保す

るため必要な道路として位置づけられており、県庁所在地、地方中心都市及び重

要港湾、空港等を連絡する道路としての「第１次緊急輸送道路」、第１次緊急輸

送道路と市町村役場、主要な防災拠点を連絡する道路としての「第２次緊急輸送

道路」があり、県地域防災計画に位置づけられています。また、市町村が指定し

た防災拠点等と第２次緊急輸送道路を結ぶ道路として「第３次緊急輸送道路」が

あります。 

本市における第１次緊急輸送道路は国道８号、国道４２１号が指定されており、

市域内延長は１０.７ｷﾛﾒｰﾄﾙとなっています。第２次緊急輸送道路は滋賀県及び

本市管理の主要幹線道路が指定されており、市域内延長は２６.９ｷﾛﾒｰﾄﾙとなっ

ています。また、第３次緊急輸送道路としては３６.７ｷﾛﾒｰﾄﾙを指定しています。 
 

表 3-7 緊急輸送道路一覧 

〈第 1 次緊急輸送道路 10.7km（98.6km）〉 

路線種別・路線名称 区 間 （起 点） 区 間 （終 点） 延 長 備  考 

1 直轄国道 国道８号 
近江八幡市安土町石
寺 

近江八幡市東横関町 8.2 ㎞  国土交通省管理 

（県内指定区間）  長浜市西浅井町 栗東市手原 (89.0 ㎞)  

2 補助国道 国道４２１号 近江八幡市末広町 近江八幡市友定町 2.5 ㎞  滋賀県管理 

（県内指定区間）  東近江市中小路町 近江八幡市友定町 (9.6 ㎞)  

 

〈第 2 次緊急輸送道路 26.9km（68.5km）〉 

路線種別・路線名称 区 間 （起 点）  区 間 （終 点） 延 長 備  考 

3 主要地方道 大津守山
近江八幡線 

近江八幡市長命寺町 近江八幡市大房町 3.0 ㎞  滋賀県管理 

4 主要地方道 近江八幡
守山線 

近江八幡市鷹飼町 近江八幡市中小森町 1.6 ㎞     〃 

5 主要地方道 彦根近江
八幡線 

近江八幡市白王町 近江八幡市長命寺町 7.1 ㎞     〃 

（県内指定区間）  彦根市長曽根町 近江八幡市長命寺町 (23.2 ㎞)  

6 一般県道 近江八幡大
津線 

近江八幡市南津田町 近江八幡市野村町 5.2 ㎞     〃 

（県内指定区間）  近江八幡市南津田町 草津市新浜町 (30.7 ㎞)  

7 一般県道 安土西生来
線 

近江八幡市安土町小
中 

近江八幡市西生来町 0.9 ㎞     〃 

8 一般県道 大房東横関
線 

近江八幡市大房町 近江八幡市東横関町 5.1 ㎞     〃 

9 一般県道 近江八幡停
車場線 

近江八幡市鷹飼町 近江八幡市桜宮町 0.7 ㎞     〃 

10 市道 黒橋八木線 近江八幡市出町 近江八幡市八木町 1.8 ㎞  近江八幡市管理 

11 市道 近江八幡駅千僧
供線 

近江八幡市千僧供町 近江八幡市鷹飼町 1.5 ㎞      〃 
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〈第 3 次緊急輸送道路 36.7km〉 ※近江八幡市策定 

路線種別・路線名称 区 間 （起 点） 区 間 （終 点） 延 長 備  考 

12 補助国道 国道４７７号 近江八幡市十王町 近江八幡市江頭町 0.4 ㎞  滋賀県管理 

13 主要地方道 大津能登
川長浜線 

近江八幡市十王町 
近江八幡市安土町下
豊浦 

9.8 ㎞     〃 

14 主要地方道 大津守山
近江八幡線 

近江八幡市友定町 近江八幡市島町 7.9 ㎞     〃 

15 主要地方道 近江八幡
守山線 

近江八幡市大森町 近江八幡市池田本町 1.1 ㎞     〃 

16 主要地方道 彦根近江
八幡線 

近江八幡市長命寺町 近江八幡市長命寺町 0.6 ㎞     〃 

17 一般県道 今江八幡停
車場線 

近江八幡市桜宮町 近江八幡市中村町 0.4 ㎞     〃 

18 一般県道 安土西生来
線 

近江八幡市安土町下
豊浦 

近江八幡市安土町小
中 

5.2 ㎞     〃 

19 一般県道 栗見新田安
土線 

近江八幡市安土町大
中 

近江八幡市安土町下
豊浦 

4.6 ㎞     〃 

20 一般県道 安土停車場
桑実寺本堂線 

近江八幡市安土町下
豊浦 

近江八幡市安土町桑
実寺 

1.4 ㎞     〃 

21 一般県道 下豊浦鷹飼
線 

近江八幡市安土町下
豊浦 

近江八幡市安土町下
豊浦 

0.2 ㎞     〃 

22 市道 中村大房線 近江八幡市中村町 近江八幡市小幡町中 0.5 ㎞  近江八幡市管理 

23 市道 黒橋八木線 近江八幡市西庄町 近江八幡市出町 0.8 ㎞      〃 

24 市道 東横関竹町線 近江八幡市東横関町 近江八幡市竹町 0.5 ㎞      〃 

25 市道 東横関東町線 近江八幡市竹町 近江八幡市竹町 0.5 ㎞      〃 

26 市道 池田本町竹町線 近江八幡市竹町 近江八幡市竹町 0.1 ㎞      〃 

27 市道 池田本町益田線 近江八幡市池田本町 近江八幡市森尻町 0.4 ㎞  〃 

28 市道 馬淵上畑線 近江八幡市馬淵町 近江八幡市馬淵町 0.4 ㎞      〃 

29 市道 千僧供東川線 近江八幡市馬淵町 近江八幡市馬淵町 0.3 ㎞      〃 

30 市道 馬淵新在家線 近江八幡市馬淵町 近江八幡市馬淵町 0.2 ㎞      〃 

31 市道 江藤薬師線 
近江八幡市安土町桑
実寺 

近江八幡市安土町桑
実寺 

0.4 ㎞      〃 

32 市道 小西大房線 近江八幡市大房町 近江八幡市加茂町 0.3 ㎞      〃 

33 市道 長光寺武佐線 近江八幡市武佐町 近江八幡市武佐町 0.2 ㎞      〃 

34 市道 老蘇内野線 
近江八幡市安土町西
老蘇 

近江八幡市安土町西
老蘇 

0.5 ㎞      〃 

出典：近江八幡市資料 
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図 3-20 緊急輸送道路の指定状況 

出典：国土数値情報（令和２年）、近江八幡市資料（令和７年３月） 
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６）重要物流道路 

平成３０(２０１８)年４月、道路法等の一部を改正する法律が施行され、「重

要物流道路制度」が新設されました。 

平常時、災害時を問わない安定的な輸送を確保し、物流の更なる円滑化等を図

るため、国土交通大臣が物流上重要な道路輸送網を「重要物流道路」として指定

するものです。 

重要物流道路は、高規格幹線道路、地域高規格道路、直轄国道、空港港湾アク

セス道等から指定するもので本市を通る国道８号が重要物流道路に指定されて

います。 

図 3-21 重要物流道路の指定状況 

出典：国土数値情報（令和３年） 
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７）避難所 

本市における避難施設・避難所は６３か所、一時避難場所は９４か所（うち広

域避難場所３か所）、福祉避難所は１４か所が指定されています。防災拠点とし

ては近江八幡市役所、安土総合支所等の公的施設、医療救護拠点として近江八幡

市立総合医療センターが指定されています。 

また、本市では、防災地区（小学校区程度）ごとに防災拠点となるコミュニテ

ィエリア整備を進めています。コミュニティエリア整備は、小学校、地域コミュ

ニティセンター、地域防災センター等を一体的に整備することにより、避難所、

備蓄倉庫、物資集積拠点等の防災機能を兼ね備えるものです。平成２３(２０１

１)年度に金田学区、平成２５(２０１３)年度に島学区と馬淵学区、平成２６(２

０１４)年度に老蘇学区、平成２７(２０１５)年度に桐原学区、平成３０(２０１

８)年度に岡山学区において整備しました。現在、安土学区において、コミュニテ

ィエリア整備を進めています。 

図 3-22 避難所等の指定状況 

出典：近江八幡市地域防災計画（令和６年３月）・近江八幡市資料 
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２．道路交通状況 

（１）現況道路網 

本市の道路状況は、国道、県道や道路幅員１２ﾒｰﾄﾙ以上の市道で、おおむね南北

及び東西に基盤道路網が構築されています。東西には国道８号、主要地方道大津能

登川長浜線、湖周道路（県道近江八幡大津線、主要地方道彦根近江八幡線等）、南

北には国道４７７号、県道大房東横関線、主要地方道大津守山近江八幡線等の国・

県道があり、市道として５６４，３９０ﾒｰﾄﾙが整備されています。 

 

図 3-23 幅員別現況道路網の状況 

出典：令和４年度 都市計画基礎調査 
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（２）都市計画道路 

本市の都市計画道路の計画総延長は６７，１８９ﾒｰﾄﾙ、整備率は７０．１％にな

ります。うち幹線街路の計画総延長は５７，３０４ﾒｰﾄﾙ、整備率は６４．９％とな

っており、近江八幡能登川線をはじめ８路線が６０％未満の整備率で、未整備の路

線もあります。その他の区画街路、特殊街路の整備率については１００％となって

います。 

整備延長における改良済とは、道路用地が計画幅員のとおり確保されており、一

般の通行の用に供している道路延長です。また概成済とは、改良済以外の区間のう

ち、路線として都市計画道路と同程度の機能を果たしうる現道（おおむね計画幅員

の２／３以上又は４車線以上の幅員を要する道路）を有する区間で、その現道に対

応する都市計画道路延長になります。 

表 3-8 都市計画道路整備状況 

種 

別 

決
定
権
者 

路 線 名 計 画 決 定 整 備 延 長 整 備 率 

路
線
番
号 

名 

称 

延
長(

ｍ)
 

幅
員(
ｍ)

 

車
線
数 

最終 
決定日 

改
良
済(

ｍ)
 

概
成
済(

ｍ)
 

合 

計(

ｍ)
 

改
良
済(

％)
 

概
成
済(

％)
 

合 

計(

％)
 

幹
線
街
路 

県 

3.3.4 びわこ東部幹線 950 25 4 R 7.12.19 0 0 0 0.0 0.0 0.0 

3.4.1 近江八幡能登川線 12,640 16 2 H31. 3.29 3,650 2,890 6,540 28.9 22.9 51.7 

3.4.2 近江八幡駅西庄線 1,000 16 2 H11.11.15 1,000 0 1,000 100.0 0.0 100.0 

3.4.3 近江八幡駅停車場線 1,230 18 2 H11.11.15 1,230 0 1,230 100.0 0.0 100.0 

3.5.102 近江八幡駅中小森線 2,150 12 2 H11.11.15 1,570 0 1,570 73.0 0.0 73.0 

3.5.105 西生来長命寺線 12,360 12 2 H11.11.15 7,060 4,200 11,260 57.1 34.0 91.1 

3.5.401 安土八日市線 5,850 12 2 H11.11.15 3,000 1,240 4,240 51.3 21.2 72.5 

3.5.402 安土停車場線 780 12 2 H24.10.31 530 250 780 67.9 32.1 100.0 

市 

3.4.4 近江八幡八日市線 1,200 16 2 H11.11.15 0 0 0 0.0 0.0 0.0 

3.4.5 八木東川線 4,050 16 2 H11.11.15 0 4,050 4,050 0.0 100.0 100.0 

3.4.16 篠原駅南口停車場線 218 16 2 H25. 5.17 218 0 218 100.0 0.0 100.0 

3.5.101 八木古川線 2,070 14 2 H12. 1.19 0 0 0 0.0 0.0 0.0 

3.5.103 篠原駅野村線 4,130 12 2 H31. 3.29 610 0 610 14.8 0.0 14.8 

3.5.104 西元土田線 1,350 12 2 H23. 4.27 730 0 730 54.1 0.0 54.1 

3.5.106 鷹飼金剛寺線 960 12 2 H12. 1.19 960 0 960 100.0 0.0 100.0 

3.5.107 近江八幡駅若宮線 2,580 12 2 H12. 1.19 900 1,680 2,580 34.9 65.1 100.0 

3.5.108 西本郷音羽線 1,186 12 2 H12. 1.19 1,186 0 1,186 100.0 0.0 100.0 

3.5.109 馬淵弓削線 1,610 12 2 H23. 4.27 0 0 0 0.0 0.0 0.0 

3.5.403 停車場南線 580 12 2 H24.10.31 0 0 0 0.0 0.0 0.0 

3.5.404 国道大蓮寺線 410 12 2 H12.1.19 250 0 250 61.0 0.0 61.0 

区
画
街
路 

県 7.6.107 加茂音羽線 3,790 11 2 H11.11.15 1,110 2,680 3,790 29.3 70.7 100.0 

市 

7.6.101 中村玉木線 1,160 11 2 H23. 4.27 1,160 0 1,160 100.0 0.0 100.0 

7.6.102 近江八幡駅仲屋線 1,970 8 2 H23. 4.27 882 1,088 1,970 44.8 55.2 100.0 

7.6.103 西元多賀線 1,280 11 2 H23. 4.27 1,280 0 1,280 100.0 0.0 100.0 

7.6.104 公園前線 60 8 2 H11.11.15 60 0 60 100.0 0.0 100.0 

7.6.105 玉木本町線 80 8 2 H23. 4.27 80 0 80 100.0 0.0 100.0 

7.6.110 宮内大房線 1,440 8 2 H31. 3.29 0 1,440 1,440 0.0 100.0 100.0 

特殊
街路 市 

8.7.3 篠原駅南北線 47 7 － H25. 5.17 47 0 47 100.0 0.0 100.0 

8.7.4 安土駅南北線 58 6.8 － H29. 6.21 58 0 58 100.0 0.0 100.0 
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種別 
決 定 
権 者 

路線数 
計 画 
延 長 
（ｍ） 

整 備 延 長 （ｍ） 整 備 率 （％） 

改良済 概成済 合計 改良済 概成済 合計 

幹 線 
街 路 

県 8  36,960  18,040  8,580  26,620  48.8  23.2  72.0  

市 12  20,344  4,854  5,730  10,584  23.9  28.2  52.0  

計 20  57,304  22,894  14,310  37,204  40.0  25.0  64.9  

区 画 
街 路 

県 1  3,790  1,110  2,680  3,790  29.3  70.7  100.0  

市 6  5,990  3,462  2,528  5,990  57.8  42.2  100.0  

計 7  9,780  4,572  5,208  9,780  46.7  53.3  100.0  

特 殊 
街 路 

県 0  －  －  －  －  －  －  －  

市 2  105  105  0  105  100.0  0.0  100.0  

計 2  105  105  －  105  100.0  －  100.0  

全 体 

県計 9  40,750  19,150  11,260  30,410  47.0  27.6  74.6  

市計 20  26,439  8,421  8,258  16,679  31.9  31.2  63.1  

合計 29  67,189  27,571  19,518  47,089  41.0  29.0  70.1  

 

図 3-24 都市計画道路の整備状況 
出典：令和４年度 都市計画基礎調査・近江八幡市資料 
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（３）道路交通状況 

１）交通量 

本市は東海・北陸地方と近畿地方の中心である京阪神地域を結ぶ交通の動脈が

通る地域でありますが、東側には安土山、繖山、箕作山、南側には瓶割山、雪野

山等の山々があり、北側には琵琶湖が広がっていることから限られた平地に交通

が集中する特性があります。市内間移動の目的のみならず、単に本市を通過する

目的だけの交通も多く存在するのが特徴です。そのため幹線道路では昼夜を問わ

ず交通量が多い路線も存在し、最も交通量が多い国道８号（約２万～２万２千台

/日）では、昼夜率（昼間の交通量に対する２４時間交通量の割合）が１．５前後

と高くなっています。 

一方、南北を結ぶ県道大房東横関線、主要地方道大津守山近江八幡線はどれも

１万台/日程度の交通量となっているほか、観光による交通量が年々増加してい

ます。特に土日祝日には、市内各所で交通渋滞が発生しています。 

図 3-25 交通量の状況 

出典：令和３年度道路交通センサス 
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２）混雑度 

混雑度は道路の混み具合を表す数値で、１２時間交通量を１２時間交通容量で

除した値です。混雑度１．０を超えると、容量以上の交通が流れているという指

標になります。 

国道８号（東近江市境～西生来町交差点）及び国道８号に接続交差する一般県

道安土西生来線、琵琶湖岸の一般県道近江八幡大津線、主要地方道彦根近江八幡

線（長命寺町交差点～渡合橋北交差点）は混雑度１.２５以上の区間となってお

り、朝夕等のピーク時間はもとより、それ以外の時間帯でも混雑している可能性

があります。 

その他、朝夕等のピーク時間帯に混雑している可能性がある混雑度１.００以

上１.２５未満の路線は国道８号（西生来町交差点～東川町交差点）、主要地方道

彦根近江八幡線（渡合橋北交差点～東近江市境）、主要地方道大津能登川長浜線

等となっています。 

図 3-26 混雑度の状況 

出典：令和３年度道路交通センサス 
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３）混雑時旅行速度 

混雑時旅行速度は朝の７時から９時若しくは夕方の１７時から１９時の低い

方の旅行速度を表しており、一般道路においては、時速２０ｷﾛﾒｰﾄﾙ以下を混雑、

更に時速１０ｷﾛﾒｰﾄﾙ以下を渋滞の指標としています。 

国道８号に接続している主要地方道近江八幡竜王線（六枚橋交差点～岩倉交差

点）、主要地方道大津守山近江八幡線（渡合橋北交差点～円山町交差点）、一般

県道近江八幡停車場線で旅行速度が時速１０ｷﾛﾒｰﾄﾙ以下となっています。 

その他、市中心部、篠原駅、安土駅周辺で旅行速度の低い路線があります。 

図 3-27 混雑時旅行速度の状況 

出典：令和３年度道路交通センサス 
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４）主要渋滞箇所 

滋賀県内における道路の効果的な渋滞対策の推進を図るために「滋賀県渋滞対

策協議会」において、指定された主要渋滞箇所は現在、６２か所（主要渋滞箇所

７４か所うち１２か所は特定解除済）あります。 

本市では、国道８号の友定町交差点、六枚橋交差点が指定されています。六枚

橋交差点については、平成２９(２０１７)年３月に国道８号及び主要地方道近江

八幡竜王線の現道拡幅が完了、平成３０(２０１８)年１０月には市道上田出町線

の現道拡幅も完了したことから交差点改良が完了しました。 

友定町交差点では、平日の朝夕の混雑に加え、休日の昼間１２時間平均旅行速

度が時速２０ｷﾛﾒｰﾄﾙかつ連続１ｷﾛﾒｰﾄﾙ以上の渋滞が発生する等、以前より渋滞が

悪化しています。その他にも国道８号の西生来町交差点、東川交差点、主要地方

道大津能登川長浜線の安土町下豊浦交差点、音羽町交差点、小船木町交差点等で

も朝夕のピーク時において渋滞が発生している状況が見られます。 

図 3-28 主要渋滞箇所の指定状況 

出典：滋賀県国道事務所（令和５年３月２５日時点） 
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５）交通事故 

国道８号のほか、近江八幡駅周辺の市街地、主要地方道近江八幡守山線付近と、

県道近江八幡停車場線付近で交通事故が多くなっています。市道では若宮安養寺

線の池田本町付近から若宮上田線の上田町付近で事故が多くなっています。 

また、本市においては、ゾーン３０が近江八幡駅北側の一般県道近江八幡停車

場線と市道駅前西庄線、市道上田出町等に囲まれた住宅地域「鷹飼町・桜宮町地

区」、隣接する市道黒橋八木線と市道本郷音羽線に囲まれた住宅地域「鷹飼町北・

出町地区」、丸の内町内の主要地方道大津能登川長浜線と国道４７７号、市道江

頭９号線、市道丸の内２６号線に囲まれた住宅地域「丸の内町地区」の３地区で

指定されています。「鷹飼町・桜宮町地区」については、令和７(２０２５)年度

にゾーン３０プラスに指定される予定です。 

図 3-29 交通事故の発生状況とゾーン３０・ゾーン３０プラスの指定状況 

出典：警察庁 交通事故統計情報のオープンデータ（令和５年度）、近江八幡市資料 
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（４）自動車保有台数 

普通乗用車や軽自動車の保有台数は増加傾向となっており、全体の自動車保有台

数も増加傾向となっています。 

 

図 3-30 自動車保有台数の推移 

出典：令和５年度版近江八幡市統計書 
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（５）公共交通 

本市には、ＪＲ琵琶湖線の鉄道駅として、近江八幡駅、篠原駅、安土駅の３駅と

近江鉄道八日市線の鉄道駅として近江八幡駅、武佐駅があります。 

バス路線は近江八幡駅を起点として１３路線が運行しています。これらの幹線公

共交通を補完する公共交通網として市民バス（あかこんバス）１３路線が運行して

います。 

また、堀切港と沖島漁港を結ぶ沖島通船が運航しています。 

図 3-31 鉄道・バスルート等の状況 

出典：令和４年度 都市計画基礎調査、近江鉄道バス路線図、近江八幡あかこんバス路線図 
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（６）自転車道・運動施設 

自転車道については、近江八幡市白鳥町を起点に東近江市山路町に至る全長２６．

６ｷﾛﾒｰﾄﾙの一般県道近江八幡安土能登川自転車道線があります。通称「びわ湖よし

笛ロード」と呼ばれ、「おうみはちまん自転車プロジェクト」に組み込まれていま

す。 

また、滋賀県では、琵琶湖を周遊するサイクリングルートである「ビワイチ」の

魅力を高め、観光の振興及び活力ある地域社会の実現に寄与することを目的に、「ビ

ワイチ推進条例」を令和４(２０２２)年４月に施行し、琵琶湖岸の県道において、

自転車通行空間の整備等を進めています。 

図 3-32 自転車道・運動施設の状況 

出典：おうみはちまん自転車 PROJECT、ビワイチ、+Cycle、近江八幡市資料 
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（７）京阪神パーソントリップ（ＰＴ）調査 

１）外出率 

外出率は特定の調査対象日に、全体の調査対象のうち外出した人の割合を示します。 

本市の全数では平成２２(２０１０)年度と比較して減少しており、京阪神全域

でも減少しています。一方で、本市の６５歳以上ではほぼ横ばいとなっています。 

図 3-33 外出率の状況 

出典：平成２２年度（第５回）、令和３年度（第６回）京阪神 PT 調査 

２）代表交通手段分担率 

代表交通手段は、ある目的地までの移動の中で複数の交通手段を利用した場合、

その中で最も多く利用した交通手段のことをいい、代表交通手段分担率とは、あ

る代表交通手段が全体の代表移動手段の中で占める割合を示します。 

本市の自動車分担率は６割を超えており、京阪神全域と比較してもかなり高く

なっています。また、自動車分担率は平成２２(２０１０)年度から増加しており、

自動車保有台数の増加傾向と同様の傾向となっています。 

図 3-34 代表交通手段分担率 

出典：平成２２年度（第５回）、令和３年度（第６回）京阪神 PT 調査 
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Ⅳ．上位・関連計画 

国や滋賀県、本市の上位・関連計画における道路整備関連の位置づけ状況を整理

します。 

 

表 4-1 上位計画一覧 

計 画 名 
計画期間 

目標時期 
計 画 概 要 策定年月 

国の上位計画    

2040年、道路の景色

が変わる 
概ね 20 年後 

概ね 20 年後の日本社会を念頭に、道路

政策を通じて実現を目指す社会像、その

実現に向けた中長期的な政策の方向性

を提案したもの。 

令和 2(2020)年 

6 月 

近畿ブロック新広域

道路交通ビジョン 
概ね 20～30 年間 

重要物流道路制度を契機とし、広域的な

道路交通の今後の方向性を定めたもの。 

令和 3(2021)年 

7 月 

近畿ブロック新広域

道路交通計画 
概ね 20～30 年間 

「近畿ブロック新広域道路交通ビジョン」を

踏まえて策定され、社会資本整備重点計

画をはじめ今後の計画的な道路整備・管

理や道路交通マネジメント等の基本となる

もの。 

令和 3(2021)年 

7 月 

滋賀県の上位計画    

滋賀県新広域道路

交通ビジョン 
概ね 20～30 年間 

将来の道路ネットワークや公共交通ネット

ワーク、物流・人流等の将来像についてと

りまとめたもの。 

令和 3(2021)年 

3 月 

滋賀県新広域道路

交通計画 
概ね 20～30 年間 

「滋賀県新広域道路交通ビジョン」を踏ま

え、広域道路ネットワーク、交通・防災拠

点、ＩＣＴ交通マネジメントの観点で具体の

計画を定めたもの。 

令和 3(2021)年 

3 月 

滋賀県道路整備マ

スタープラン第３次 
概ね 20 年間 

「滋賀県基本構想」の基本理念である「変

わる滋賀続く幸せ」の実現に向け、これか

らの道づくりの基本方針を明らかにしたも

の。 

令和 4(2022)年 

3 月 

滋賀県道路整備アク

シ ョ ン プ ロ グ ラ ム

2023【全県版･東近

江土木事務所版】 

10 年間 

今後 10 年間の道路整備計画で、滋賀県

においてはこれに基づき道路整備を進め

ている。 

令和 5(2023)年 

3 月 

市の上位計画    

近江八幡市第一次

総合計画後期基本

計画 

令和 6(2024)年～

令和 10(2028)年 

長期的なまちづくりの基本方針や施策を

示したもので、市の最上位計画である。 

令和 6(2024)年 

3 月 

近江八幡市国土利

用計画（第二次） 
令和 10(2028)年 

国土の有効利用を図るための総合的か

つ長期的な計画で、国土の利用に関する

基本方針や目標を定めたもの。 

令和元(2019)年 

12 月 
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表 4-2 関連計画一覧 

計 画 名 
計画期間 

目標時期 
計 画 概 要 策定年月 

滋賀県の関連計画    

近江八幡八日市都

市計画都市計画区

域の整備、開発及び

保全の方針 

令和 7(2025)年 
都市計画区域内での土地利用や都市施
設の整備、市街地開発事業等に関する総
合的な方針を示したもの。 

平成31(2019)年 

3 月 

滋賀県都市計画基

本方針 
概ね 20 年後 

滋賀県の都市計画に関する基本的な方

針や広域的な方向性を示したもので、概

ね 20 年後を見据えた都市計画のビジョン

を示している。 

令和 4(2022)年 

3 月 

滋 賀 の 都 市 計 画

2023 
－ 

滋賀県の都市計画の概要を整理したも
の。 

令和 6(2024)年 

3 月 

シガリズム観光振興

ビジョン 

令和 4(2022)年度

～令和 12 

(2030)年度 

滋賀県の観光資源を活用し、地域の魅力
を高めることを目的に、観光振興のため
の基本方針を示したもの。 

令和 4(2022)年 

3 月 

市の関連計画    

近江八幡市国土強

靭化地域計画（第２

次） 

令和 7(2025)年度

～令和 11(2029)

年度 

地域の災害対策や防災力の強化を目的とし
た計画で、自然災害に対する地域の脆弱性
を低減し、災害発生時の被害を最小限に抑
えるための具体的な施策を示したもの。 

令和 7(2025)年

3 月 

近江八幡市都市計

画マスタープラン 
令和 22(2040)年 

都市計画に関する基本的な方針を示した

計画で、概ね 20 年後を目標に都市づくり

のビジョンや個別具体の都市計画の指針

として、都市づくりの課題とその課題に応

じたまちづくりの方針を示したもの。 

令和 4(2022)年 

1 月改定 

近江八幡市立地適

正化計画 
令和 22(2040)年 

人口減少や高齢化に対応し、持続可能な
都市づくりを目指すための計画で、コンパ
クトなまちづくりの形成を促進し、生活サ
ービス機能を計画的に誘導していくため
に、居住誘導区域や都市機能誘導区域、
防災指針等を示したもの。 

令和 4(2022)年 

1 月 

近江八幡市交通安

全計画第１１次 

令和 3(2021)年度

から令和 7 

(2025)年度 

交通事故のない安全で安心なまちづくり
を目指すための計画で、交通安全におけ
る目標や安全対策を示したもの。 

令和 4(2022)年 

2 月 

近江八幡市地域公

共交通計画 

令和 5(2023）年度

～令和 10 

(2028)年度 

公共交通の活性化と維持、再生を目指し
て策定する計画で、地域の特性やニーズ
に応じて、公共交通の利便性向上や持続
可能な運営を図るための具体的な施策を
示したもの。 

令和 5(2023)年

3 月 

近江八幡市観光振

興計画 

近江八幡市第１

次総合計画に基

づく（令和 10 

(2028)年） 

地域の観光資源を活用し、観光業の発展
と地域経済の活性化を目指すための計画
で、観光地の魅力を高め、観光客の満足
度を向上させるための具体的な施策を示
したもの。 

令和 5(2023)年

3 月改訂 

近江八幡市橋梁長

寿命化修繕計画 

令和 7(2025）年度

～令和 17 

(2035)年度 

今後老朽化する橋梁の増大に対応するた
め、橋梁点検を実施して損傷が軽微な段
階から対策を実施し、維持管理に対する
費用の縮減や平準化を図り、健全性を保
持するための方針を示したもの。 

令和 7(2025)年

1 月 
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１．上位計画 

（１）国の上位計画 

１）２０４０年、道路の景色が変わる（令和２(２０２０)年６月） 

●計画期間 

概ね２０年後 

 

●５つの将来像 

①通勤・帰宅ラッシュが消滅 

②公園のような道路に人が溢れる 

③人・モノの移動が自動化・無人化 

④店舗（サービス）の移動でまちが時々刻々と変化 

⑤「被災する道路」から「救援する道路」に 

 

●目指す姿と政策の方向性 

①日本全国どこにいても、誰もが自由に移動、交流、社会参加できる社会 

②世界と人・モノ・サービスが行き交うことで活力を生み出す社会 

③国土の災害脆弱性とインフラ老朽化を克服した安全に安心して暮らせる社

会 

 

●道路行政が目指す「持続可能な社会の姿」と「政策の方向性」 

①日本全国どこにいても、誰もが自由に移動、交流、社会参加できる社会 

・国土をフル稼働し、国土の恵みを享受 

・マイカーなしでも便利に移動 

・交通事故ゼロ 

・行きたくなる、居たくなる道路 

 

②世界と人・モノ・サービスが行き交うことで活力を生み出す社会 

・世界に選ばれる都市へ 

・持続可能な物流システム 

・世界の観光客を魅了 

 

③国土の災害脆弱性とインフラ老朽化を克服した安全安心して暮らせる社会 

・災害から人と暮らしを守る道路 

・道路交通の低炭素化 

・道路ネットワークの長寿命化 
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２）近畿ブロック新広域道路交通ビジョン（令和３(２０２１)年７月） 

●計画期間 

概ね２０～３０年間 
 

●近畿の目指すべき姿 

①アジアのゲートウェイを担い、我が国の成長エンジンとなる圏域 

②日本の歴史・伝統文化が集積し、世界を魅了し続ける圏域 

③快適で豊かに生き生きと暮らせる圏域 

④暮らし・産業を守る災害に強い安全・安心圏域 

⑤人と自然が共生する持続可能な世界的環境先進圏域 
 

●広域的な道路交通の基本方針 

①広域道路ネットワーク 

・圏域内外・地域・国内外との対流を促進するための「基幹道路ネットワー

クの形成」 

・ヒト・モノの流れを確実に行うための「基幹道路ネットワークの強化」 

・成長力を近畿全体に行き渡らせるための「基幹道路ネットワーク間の連絡

強化」 

・我が国の国際競争力の維持・強化を図るための「交通拠点へのアクセス確

保」 

・安定した物流・人流を確保するための「災害に強い広域道路ネットワーク

の構築」 

②交通・防災拠点 

・交通拠点におけるモーダルコネクトの強化 

・道の駅等既存施設の防災機能の強化 

・物流拠点の促進 

③ＩＣＴ交通マネジメント 

【広域道路ネットワーク形成の考え方】 

日本海・太平洋の２

面利用による利点を生

かしながら、物流・産

業・観光拠点間の連携

強化や対流促進に寄与

する広域ネットワーク

の形成を図るととも

に、我が国の国際交流

拠点となる空港・港湾

とのアクセス強化や京

阪神都市圏の環状連絡

機能を強化する。ま

た、南海トラフ巨大地

震に備えるべく、多重

性や代替性を備えた災

害に強い広域ネットワ

ークを構築する。  
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３）近畿ブロック新広域道路交通計画（令和３(２０２１)年７月） 

●計画期間 

概ね２０～３０年間 

 

●計画の位置づけ 

本計画では、新たな国土構造の形成やグローバル化、国土強靭化等の新たな

社会・経済の要請に応えるとともに、総合交通体系の基盤としての道路の役割

強化やＩＣＴ・自動運転等の技術の進展を見据えて、ネットワーク・拠点・マ

ネジメントの３つの観点から具体の計画を策定。 

 

●計画 

①広域道路ネットワーク計画 

・広域道路ネットワークの階層と求められる機能・役割 

・広域道路ネットワークの拠点の設定 

【基幹道路により連絡する拠点】 

分 類 拠   点   名 

都 市 福井市、敦賀市、小浜市、大野市、勝山市、鯖江市、越前市、大津市、彦

根市、長浜市、近江八幡市、草津市、守山市、栗東市、高島市、東近江

市、京都市、福知山市、舞鶴市、宇治市、宮津市、亀岡市、大阪市、堺市、

岸和田市、吹田市、枚方市、茨木市、八尾市、松原市、柏原市、東大阪

市、神戸市、姫路市、尼崎市、西宮市、洲本市、相生市、豊岡市、加古川

市、赤穂市、西脇市、加西市、丹波篠山市、養父市、丹波市、宍粟市、加

東市、たつの市、奈良市、天理市、桜井市、五條市、大淀町、和歌山市、橋

本市、有田市、御坊市、田辺市、新宮市 

 

・広域道路ネットワークの設定 

【広域道路ネットワーク（近江八幡市に関係するもの）】 

路 線 名 分  類 起   点 終   点 

いなべ近江八幡線 一般広域 滋賀県東近江市 滋賀県近江八幡市 

国道８号 一般広域 福井県あわら市 京都府京都市 

竜王守山大津線 一般広域 滋賀県蒲生郡竜王町 滋賀県大津市 

 

②交通・防災拠点計画 

・交通拠点におけるモーダルコネクトの強化 
・道の駅等既存施設の防災機能の強化 
・物流拠点の促進 
 

③ＩＣＴ交通マネジメント計画 

・交通マネジメントの強化 
・推進体制の強化 
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【近畿ブロック 広域道路ネットワーク計画図】 
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（２）滋賀県の上位計画 

１）滋賀県新広域道路交通ビジョン（令和３(２０２１)年３月） 

●計画期間 

概ね２０～３０年間 
 

●本県の目指すべき姿 

①生活や産業活動を支える強靭な社会インフラの整備 

②人々が暮らしやすいコンパクトなまちづくり 

③地域を支える新たな公共交通の仕組みづくり 

④先端技術の活用による安全・安心な生活 

⑤自然災害への備え 
 

●基本方針 

①広域道路ネットワーク 

・産業活動を支援する道路整備 

・地域間交流・地域振興を支援する道路整備 

・平常時・災害時を問わない信頼性の高い道路整備 

②交通・防災拠点 

・まちづくりと一体となった交通拠点の整備 

・防災拠点としての「道の駅」の活用 

③ＩＣＴ交通マネジメント 
 

【広域道路ネットワーク 環びわこ放射状ネットワークイメージ】  
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２）滋賀県新広域道路交通計画（令和３(２０２１)年３月） 

●計画期間 

概ね２０～３０年間 

 

●計画の位置づけ 

防災・減災、国土強靭化、新たな国土構造の形成やグローバル化等の新た

な社会・経済の要請に応えるとともに、総合交通体系の基盤としての道路の

役割強化やＩＣＴ・自動運転等の技術の進展を見据えて、ネットワーク・拠

点・マネジメントの３つの観点から具体の計画を策定。 

 

●計画 

①広域道路ネットワーク計画 

・ネットワーク計画の設定 

【広域道路ネットワーク路線一覧表（滋賀県）（近江八幡市に関係するもの）】 

地方整備
局等名称 

都道府県 
政令市名 

路 線 名 分 類 起 点 終 点 

近畿地方 
整備局 

滋賀県 一般国道８号 一般広域 
長浜市 
（県境） 

大津市（県境） 

近畿地方 
整備局 

滋賀県 いなべ近江八幡線 一般広域 
東近江市
（県境） 

近江八幡市 

近畿地方 
整備局 

滋賀県 竜王守山大津線 一般広域 竜王町 大津市 

②交通・防災拠点計画 

・交通拠点におけるモーダルコネクト機能の強化 

【県内における主な取組（交通結節点）（近江八幡市に関係するもの）】 

分  類 市  町 事 業 箇 所 

駅周辺整備等 近江八幡市 安土城下町地区社会資本総合整備計画 

・道の駅等既存施設の防災機能の強化 

③ＩＣＴ交通マネジメント計画 

・交通マネジメントの強化 
・ＩＣＴ技術の活用・強化 
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【広域道路ネットワーク計画図（滋賀県）】 

  



53 

３）滋賀県道路整備マスタープラン第３次（令和４(２０２２)年３月） 

●計画期間 

概ね２０年間（令和４(２０２２)年～令和２３(２０４１)年） 
 

●目指すべき将来像を実現するための道路整備 

～すべての人がどこにいても安全・快適に移動できる道路整備を目指す～ 

“県内外の拠点間ネットワークの強化”と 

“安全で快適に移動や滞在ができる道路空間の創出” 
 

●道路整備の基本方針 

①つながる・ひろがる 

（１）産業活動や地域交流を支える道路整備（広域ネットワーク) 

（２）拠点間のアクセス性を高める道路整備（地域ネットワーク） 

（３）気候変動等へ適応した道路整備（防災） 

②スムーズでクリーン 

（１）新技術に対応した道路交通情報システムの構築（新技術) 

（２）環境負荷の軽減（環境） 

③快適でセーフティ 

（１）人中心の道路空間創出（車と人の共存） 

（２）街並みや沿道環境に調和した道路空間の整備（生活環境・景観） 

（３）マイカーに頼りすぎないための道路整備（乗換拠点） 

（４）誰もが利用しやすく、人に優しい道路整備（ユニバーサルデザイン） 

④行きたくなる・居たくなる 

（１）にぎわいと交流の場の創出（にぎわい） 

（２）ＩＣＴ等の活用による効率的で利便性の高い交通の確保（新技術） 

【目指すべき将来像を実現するための道路整備】 
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４）滋賀県道路整備アクションプログラム２０２３（令和５(２０２３)年３月）【全県版】 

●計画期間 

１０年間（令和５(２０２３)年度～令和１４(２０３２)年度） 

 

●位置付ける事業 

事業分類 対 象 規 模 事業数 計画期間 

拠点間ネット
ワーク 

・バイパス整備等 
・交差点改良 
・道の駅 

130 
か所 

合計 
207 
か所 

2023 年度 
（令和 5 年度）～ 
2032 年度 
（令和 14 年度） 

10 年間 
拠点内道路
空間整備 

・歩行空間整備（歩道設置、自転車歩
行者道設置、バリアフリー、電線共
同溝） 

・道路空間再配分等 

77 

か所 

 

●アクションプログラム２０２３で取り組む事業 

①道の駅の防災拠点としての機能強化 

②道路空間の再配分「車と人が共存できる道路空間」の再編 

③無電柱化の推進 

④ビワイチの整備 

 

●アクションプログラム２０２３での取組 

【整備目標延長】 

成果指標 5 年間の目標 

供用延長 L=31 ㎞（道路整備率 2%向上） 

歩道設置延長 L=29 ㎞（歩道整備率 2%向上） 

 

【アウトカム指標】 

指  標 成果指標 対応する施策と５年後の目標値 

①拠点間の移動時間
を 2%短縮 

主要拠点間の移動
にかかる所要時間
縮減 

拠点間のアクセス性を高める道路整備 
【5 年後の目標値：所要時間約 2％短縮】 

②歩道整備にかかる
県民満足度の向上 

歩行空間に関する
県民満足度の向上 

拠点内の快適性・安全性を高める道路整備 
【5 年後の目標値：満足と感じている人の割合 
＞ 不満の割合】 

③CO2 排出量の削減 
車両からの CO2
排出量の削減 

環境負荷の軽減 
【5 年後の目標値：17,800t/年削減】 
（「希望ヶ丘文化公園 4 か所分」の森林が 
1 年間で吸収する CO2 を削減) 
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●今後の道路ネットワーク整備に向けた検討 

【名神名阪連絡道路】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【県内東西間の移動時間短縮に向けて検討する道路ネットワーク】 
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５）滋賀県道路整備アクションプログラム２０２３（令和５(２０２３)年３月） 

【東近江土木事務所版】 

●計画期間 

１０年間（令和５(２０２３)年度～令和１４(２０３２)年度） 

 

●地域の重要項目 

①ネットワーク・アクセス性を高める道路の整備 

②渋滞を緩和させる道路の整備 

③通学路等における自歩道等の整備 

 

●拠点間ネットワーク整備事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●拠点内道路空間整備事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(●)部分完了 
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●道路整備アクションプログラム２０２３ 箇所図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【近江八幡市域拡大図】                 ●参考掲載事業（国・市町） 
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（３）市の上位計画 

１）近江八幡市第一次総合計画後期基本計画（令和６(２０２４)年３月） 

●計画期間 

令和６(２０２４)年～令和１０(２０２８)年 
 

●将来のまちの姿 

人がつながり 未来を紡ぐ 「ふるさと近江八幡」 
 

●基本目標 

①創造性が豊かで行動力があり、地域を担い未来へ通じる「人」を育みます 

②一人ひとりが互いに支え合い、心のかよう地域社会を創ります 

③豊かな自然、歴史、文化を守り・活かし、未来に引き継ぎます 

④地域の魅力を掘り起こし、暮らしを支える産業を興します 

⑤時代にあった安全・安心な生活基盤を築き、次世代への礎を築きます 

⑥協働と連携に基づいてしなやかな「地域の経営」ができる体制を整えます 
 

●近江八幡市デジタル田園都市国家構想総合戦略 

①稼ぐ地域をつくるとともに、安心して働けるようにする 

②新しい人の流れをつくる 

③結婚・出産・子育ての希望をかなえる 

④ひとが集う、安心して暮らすことができる魅力的な地域をつくる 
 

●施策 

・基本目標⑤ 

施策３ 移動基盤の整備・確保 

【取組方針】 

取 組 方 針 主 な 取 組 

①道路の整備・維持管理 

道路整備アクションプランの見直し、道路・照明灯長寿命化
修繕事業、橋梁・トンネル長寿命化修繕事業、通学路特化計
画推進事業、地域住民連携型交通安全対策整備事業、踏切
道改良事業等 

【指標】 

指 標 
前期の目標値 

（R5 年度） 
現状値 

5 年後の目標値 
（R10 年度） 

①近江八幡市道路整備アクシ
ョンプログラムの達成率 

4.6％ 14.0％ 72％ 

 
・目標⑥ 

施策２ 公有財産の効率的管理 

【取組方針】 

取 組 方 針 主 な 取 組 

②公共施設・インフラの計
画的な管理、長寿命化 

公共施設等総合管理計画及びインフラに関する各計画
の取組、地震総合対策に基づく改修等 
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２）近江八幡市国土利用計画（第二次）（令和元(２０１９)年１２月） 

●目標年次 

令和１０(２０２８)年 

 

●基本方針 

①人口減少社会を見据えた、持続可能なまちづくりを実現する市土利用 

・持続可能な市土利用に向けた取組 

・暮らしと経済を支える基盤づくり 

・快適な生活環境の創造とすべての人に対する配慮 

②豊かな自然、歴史、文化を守り・活かし、未来に引き継ぐ市土利用 

・自然環境及び景観の保全・再生・活用に向けた取組 

・第一次産業の高付加価値化に向けた取組 

③安心・安全を確保し、しなやかな生活基盤を築く市土利用 

④複合的な施策の推進と市土の選択的な利用 

⑤多様な主体による市土の管理 

 

●基本方向 

①地域分類別 都市地域 

都市防災については交通・エネルギー・ライフラインの多重性・代替性の確

保等により、災害に対する安全性を高め、災害に強い都市構造・市土構造の形

成に努める。 

②利用区分別 道路 

一般道路については、災害時における輸送の多重性・代替性を確保し、市土

の有効利用及び安全・安心な生活・生産基盤の整備を進めるため、必要な施設

用地の確保を図るとともに、予防保全を含めた施設の適切な維持管理・更新を

通じて、既存施設用地の有効利用を図る。 

高齢者や妊産婦、障がいのある人等の行動特性を踏まえたユニバーサルデザ

インや、歩行者、自転車交通に配慮しながら、道路の安全性、快適性や防災機

能の向上に配慮するとともに、農地や森林等周辺環境の保全にも十分配慮する

こととし、特に市街地においては、適切な道路排水施設の整備等により、良好

な沿道環境の保全・創造に努める。 

③地域別 〈北部地域〉 

県と連携し、広域幹線道路として都市間交通の強化を図るとともに、ユニバ

ーサルデザインに配慮した日常の生活関連道路の整備を進める。 

④地域別 〈中部地域〉 

市内幹線道路及び周辺市町へのアクセス道路の整備を進めるとともに、生活

関連道路の改良、ユニバーサルデザインや景観に配慮した道路の整備を進める。 

⑤地域別 〈南部地域〉 

国・県と連携し、渋滞が慢性化している国道８号の早期、拡幅・改良を進め、

防災機能の向上に努める。また、市内幹線道路及び周辺市町へのアクセス道路

の整備を進めるとともに、ユニバーサルデザインに配慮した日常の生活関連道

路の整備を進める。  
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２．関連計画 

（１）滋賀県の関連計画 

１）近江八幡八日市都市計画都市計画区域の整備、開発及び保全の方針 

（平成３１(２０１９)年３月） 

●目標年次 

令和７(２０２５)年 

 

●基本理念 

①都市機能の集約化を取り入れたまちづくり 

②中心核の形成による自立性の高いまちづくり 

③元気な産業を育むまちづくり 

④良好な住環境を育むまちづくり 

⑤豊かな自然、歴史・文化と協調したまちづくり 

⑥安全・安心なまちづくり 

 

●目標年次の人口 

年 次 
区 部 

平成２２（2010）年 
（基準年） 

令和７（2025）年 
（15 年後） 

都市計画区域内人口 212.8 千人    概ね 202.9 千人    

市街化区域内人口 101.7 千人    概ね 105.2 千人    

 

●主要な都市計画の方針 

３－２ 都市施設の整備に関する方針 

（１）交通施設の整備の方針 

①基本方針 

・広域交通ネットワークの充実・強化 

本区域には、名神高速道路、一般国道８号、３０７号、４２１号、４７７

号等の広域幹線道路が通過しており、基幹交通の要衝であるため内陸型工業

の立地等産業活動が活発である。また、蒲生スマートインターチェンジが開

設し、更なる経済活動の活性化に寄与するものと期待される。今後とも産業

活動を支援するため、増大すると予想される交通量に対応できる広域交通ネ

ットワークの充実・強化を図る。 

・市街地及び地域間交通を支える道路網の形成 

本区域では、幹線道路整備の遅れもあり、整備された道路に交通が集中し、

一部の区間に渋滞が生じている。このため、市街地内外交通の混雑解消を図

るため、交通渋滞箇所の優先的整備や骨格幹線道路整備を効率的かつ計画的

に行う。また、本区域に分散する市街地及び商業拠点、産業拠点、拠点集落

等を相互に連絡する地域間交通ネットワークの充実・強化を図る。 

更に、地域情報の発信や人とまちの交流による地域の活性化を図るため

「道の駅」の活用を検討する。 
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・人に優しくゆとりと潤いのある道路の整備 

歩行者・自転車が利用しやすい安全快適な道路整備を図るとともに、周辺

環境と一帯となってゆとりや潤いが感じられる道路環境を創造するため、市

街地等において、緑豊かで景観に配慮した道路整備を進める。 

・都市計画道路の見直し検討 

計画決定から長期間経過し、整備のめどが立たない路線については、当該

地域における住民等のニーズ、代替交通処理の可能性、既存の道路網や土地

利用との整合性、目的達成のための有効な計画内容の妥当性、実現性等を勘

案した見直し（廃止・規格変更等）を進めており、今後も必要に応じた見直

しを図っていくものとする。 

 

②主要な施設の配置、整備の方針 

ａ）道路 

・広域交通ネットワークを充実・強化するため、名神名阪連絡道路の整備

に向けた調査を進める。 

・各市町を縦貫する一般国道８号等の広域幹線道路の充実に向けた整備推

進を図る。 

・各市町の市街地の骨格を形成する都市計画道路の整備を促進する。 

・市街地部を中心に、潤いと景観に配慮した道路整備を促進する。 
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【都市施設整備、市街地整備等に関わる方針図】  
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２）滋賀県都市計画基本方針（令和４(２０２２)年３月） 

●目標年次 

概ね２０年後 
 

●都市の将来像 

①住む、働く、憩うといった機能が集積した多様な拠点において、多様な

人々との出会い・交流を通じた豊かな生活を実現できる社会 

②成長性のある企業立地の促進と、先端技術の活用や新たなサービス・製品

の普及による便利で快適に生活できる社会 

③拠点を結ぶ公共交通網及び拠点までの移動手段により安心して移動できる

社会 

④自然災害に対応した都市で安全に暮らせる社会 

⑤歴史・文化・風土に根ざした地域の資源が保全、継承、活用され自然共生

する文化が育まれる社会 
 

●目指すべきまちづくりの方向性 

①職住近接のゆとりある生活圏を構築するための魅力ある多様な拠点の形成 

②滋賀の成長を支える多様な産業の創出や利便性の向上に資するまちづくり 

③人や物の円滑な移動や交流を促進する質の高い交通・道路ネットワークの

形成 

（２）道路 

人流は公共交通へのシフトを図りつつ、住居や施設等を結び歩行者、

自転車、公共交通及び自動車の通行空間である基本的なインフラの役割

を果たす道路の整備 

④災害リスクを低減し、拠点間の広域的な連携による相互支援を可能とする

安全なまちづくり 

⑤滋賀らしい歴史・文化資源、自然資源、景観を活かし継承するまちづくり 
 

●５つの方向性の実現に向けた取組 

・まちづくり施策の進め方 

○駅前広場の整備や駐車施設の適切な配置、過度な自動車流入の抑制等公

共交通結節点の機能強化・充実 

○大規模自然災害に備えた市街地の安全対策の推進 
 

●５つの地域（圏域）の設定 

・近江八幡八日市地域 

【市街地の形成について】 

近畿圏と中部圏、北陸圏等をつなぐ広域交通の要衝である立地条件、特に、

名神高速道路、国道８号、三重県との交流に重要な国道４２１号、今後整備が

見込まれる名神名阪連絡道路の広域交通軸を十分に活用するとともに、スマー

トインターチェンジやＪＲ駅周辺の整備により、利便性の向上を促進し、商工

業施設や住宅地等の立地を図る。  
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３）滋賀の都市計画２０２３（令和６(２０２４)年３月） 

●都市計画制度 

①都市計画決定の内容 

【近江八幡八日市都市計画区域のうち近江八幡市の指定状況】 

 

都 市 計 画 決 定 指 定 状 況 

区域区分 ○ 

地域地区 

用途地域 ○ 

特別用途地区 ○ 

特定用途制限地域  

高度地区、高度利用地区  

防火地域、準防火地域  

風致地区 ○ 

駐車場整備地区  

臨港地区  

歴史的風土特別保存地区  

伝統的建造物群保存地区 ○ 

都市施設 

道 路 ○ 

 交通広場 ○ 

公 園 ○ 

緑 地 ○ 

墓 園  

下水道  

 

流域下水道 ○ 

公共下水道 ○ 

都市下水路 ○ 

汚物処置場 ○ 

ごみ焼却場、ごみ処理場 ２種類決定 

河川、防火水槽  

学校、その他教育文化施設  

市場、と畜場、火葬場 と畜場と火葬場 

一団地の官公庁施設  

駐車場、自動車ターミナル 自転車駐車場 

市街地開発事業 

土地区画整理事業 ○ 

市街地再開発事業  

工業団地造成事業  

地区計画、集落地区計画 地区計画 
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②都市計画区域（都市計画法第５条） 

滋賀県では１１の都市計画区域を指定しており、都市計画区域面積は 

１９７，２７５ﾍｸﾀｰﾙで琵琶湖を除く県土全体の約５９％にあたります。 

【都市計画区域総括図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【都市計画区域】 

都市
計画
区域
名 

都市計画 
区域 

最終決定 
年月日 

都市計画区域 左 の 内 訳 現行都市
計画区域
指定以前
の計画指
定年月日 

人口 
(千人) 

面積 
(ha) 市 町 名 人口 

(千人) 
面積 
(ha) 

近
江
八
幡
八
日
市 

S48. 5. 1 
H 5. 6.10 209.2       39,824 

近江八幡市 
（旧近江八幡市 

・旧安土町） 
全域 81.9 10,142 S 8.10.31 

東近江市 
（旧八日市市 

・旧五個荘町 
・旧蒲生町 
・旧能登川町） 

一部 94.9 13,467 S29. 3.31 

日野町 全域 20.8 11,760 S38. 3.30 

竜王町 全域 11.6 4,455 S35.10.22 
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③マスタープラン 

・都市計画区域の整備、開発及び保全の方針（都市計画法第６条の２） 

滋賀県では平成２８年１２月までに、１１都市計画区域すべてにおい

て定めています。 

都市計画区域名 決定・変更年月日 

近江八幡八日市 

平成 16 年 4 月 30 日決定 

平成 16 年 12 月 27 日変更 

平成 23 年 5 月 11 日変更 

平成 31 年 3 月 29 日変更 

 

・市町村の都市計画に関する基本的な方針（都市計画法第１８条の２） 

都市計画区域名 市 町 名 策定年月（最新） 

近江八幡八日市 近江八幡市 令和 4 年 1 月 

 

●土地利用 

①区域区分（都市計画法第７条第１項） 

【線引き都市計画区域】 
都市 
計画 
区域 
名 

市町名 

都市計画 
区域面積 

 
（ha） 

市街化 
区域 
面積 
（ha） 

市街化 
調整区域 

面積 
（ha） 

区域区分決定 
・変更年月日 

近 
江 
八 
幡 
八 
日 
市 

近 
江 
八 
幡 
市 

10,142  1,068  9,074  

S48.12.28 当初決定 

S57. 2.21 第１回変更 

H 3. 1.28 第２回変更 

H 5. 6.10 
都市計画区域変更に 
伴う変更 

H11. 3.31 第３回変更 

H16.12.27 第４回変更 

H21. 2.18 特定保留解除 

H23. 5.11 第５回変更 

H31. 3.29 第６回変更 

R 5. 3.31 特定保留解除 

 

②地域地区（都市計画法第８～１０条） 

・用途地域以外の地域地区 

【特別用途地区】 

都市計画 
区域名 

市 町 名 
面積 
（ha） 

種  類 
決定・最終 
決定年月日 

基本用途地域 

近江八幡 
八日市 

近江 
八幡市 

4.2  特別工業地区 
S50. 4. 1 
H29. 4. 1 

１種住居工業 
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【風致地区】 

都市計画区域名 市 町 名 指定面積（ha） 風致地区名及び面積内訳 

近江八幡八日市 
S52. 6.22 決定 

近江八幡市 146.3    箕作山   146.3ha   

【伝統的建造物群保存地区】 

都市計画区域名 市 町 名 指定面積（ha） 決定・最終決定年月日 

近江八幡八日市 近江八幡市 13.1    平成 2（1990）年 11 月 7 日 

 

③地区計画等（都市計画法第１２条の４） 

【市街化調整区域における地区計画制度の運用基準の策定状況】 

都市計画区域名 市 町 名 策定年月（最新） 

近江八幡八日市 近江八幡市 平成 29(2017)年 8 月 

【地区計画手続き条例制定市町一覧】 

都市計画区域名 市 町 名 策定年月（最新） 

近江八幡八日市 近江八幡市 平成 22(2010)年 3 月 21 日 

 

④開発許可制度（都市計画法第２９条～第５１条） 

【立地適正化計画の取組状況】 

市 町 名 策 定 時 期 防災指針の記載 

近江八幡市 令和 4(2022)年 1 月策定 令和 4(2022)年 1 月公表 

 

●都市基盤を整備する事業 

【都市構造再編集中支援事業・都市再生整備計画事業・まちなかウォーカブル推

進事業（旧まちづくり交付金事業）】（平成１６年度～令和４年度） 

 

市
町
名 

地 区 名 
新規・ 
継続・ 
完了 

交付期間 
概     要 

開始 終了 

近
江
八
幡
市 

老蘇周辺 
地区 

完了 H24 H28 

地域資源は豊かであるが、近年、世代間交流
が薄れ地域の活力が失われつつある。そこで、
地域の核となる施設を整備して地域内外の交流
を生み出すとともに、住民主体のまちづくりシス
テムの構築を図る。 

桐原地区 完了 H25 H29 

本市最大の地域ではあるが、高齢化と水害の
危険性からコミュニティ活動の拠点と防災の拠点
整備が強く求められている。そこで、コミュニティ
活動の拠点と防災拠点となるコミュニティセンタ
ーを整備することで課題の解決を図る。 

安土城下町 
地区 

完了 H26 H30 

特別史跡安土城跡をはじめ豊富な歴史資源、
また、豊かな自然環境を有する地域であるが、
活用が図れておらず、公園整備や修景整備等を
官民協働で実施することで、地域の魅力向上と
観光の活性化を図る。 

桜宮地区 
完了 

（廃止） 
H27 H32 

公共施設の移転等に伴い中心市街地のにぎ
わいが薄れつつあり、市街地の求心力を高め、
活性化することが強く求められている。そこで、
多様な人々が集い憩える施設等の整備により、
持続可能な都市構造へ再構築を図る。 
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４）シガリズム観光振興ビジョン（令和４(２０２２)年３月） 

●計画期間 

令和４(２０２２)年度～令和１２(２０３０)年度 

 

●２つの基本的な方向性 

①新型コロナウイルス感染症からの着実な回復（感染拡大防止と経済活動の

両立）をめざす 

②コロナ禍を経た新たな時代に対応する滋賀らしいツーリズムを「シガリズ

ム」として推進する 

 

●２０３０年にめざす姿 

人 
（観光客と県民） 

観光客と県民の交流を通じて「人のつながり」が拡がるとともに、絆が
深まり、滋賀のリズムで心身の健康が保持されている。 

【観光客】 滋賀を深く体験・体感することで、感動や共感の輪が拡がり、
県民同様に地域を大切にしている。 

【県民】 観光客との交流を通じて、滋賀の魅力や評価を再確認すること
で、滋賀への誇りや地域への愛着が高まっている。 

経 済 
（観光関連産業） 

社会環境や人々の価値観の変化に合わせて、柔軟に観光関連産業が変
化し、その経済効果が県内各地に及ぶことで、地域経済が活性化している。 

社 会 
（地 域） 

滋賀県の歴史や文化が活用されることで、地域の誇りが醸成され、よ
り良いまちづくりに繋がり、未来へと受け継がれている。 

環 境 
（自 然） 

琵琶湖やそれを取り巻く自然の活用を通じて、人と自然の共生が実
現され、環境保全や CO2 ネットゼロにも寄与している。 

 

「シガリズム」の提供を通じて、より良い地域社会が実現し、持続可能な観

光を推進する滋賀県 

 

●基本方針 

①ゆっくり、ていねいに暮らしてきた滋賀の時間の流れや暮らしのリズム（滋

賀のリズム）を大切にします。 

②県民の環境意識や三方よし、忘己利他等の、滋賀ならではの理念（滋賀のイ

ズム）を大切にします。 

③「琵琶湖」を切り口とした２０３０年の持続可能社会へ向けた目標（ゴール）

である、マザーレイクゴールズ（ＭＬＧｓ）の考え方を大切にします。 

 

●観光振興に向けた取組 

柱４ 魅力の発信 

（３）大型集客施設や大型プロジェクト 

・県内や関西を中心とする大型プロジェクトの開催等に着目したプロモー

ションを、国、県、市町、鉄道会社、高速道路会社、空港等の各関係機関

が連携して実施し、国内外からの誘客を促進します。 
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（２）市の関連計画 

１）近江八幡市国土強靭化地域計画（第２次）（令和７(２０２５)年３月） 

●計画期間 

令和７(２０２５)年度～令和１１(２０２９)年度 
 

●基本目標 

①人命の保護が最大限図られること 

②社会の重要な機能が致命的な障害を受けず維持されること 

③市民の財産及び公共施設に係る被害の最小化 

④迅速な復旧復興 
 

●事前に備えるべき目標・起きてはならない最悪の事態 (リスクシナリオ) 

①あらゆる自然災害に対し、直接死を最大限防ぐ 

②救助・救急、医療活動が迅速に行われるとともに、被災者等の健康・避難生

活環境を確実に確保することにより関連死を最大限防ぐ 

③必要不可欠な行政機能は確保する 

④経済活動を機能不全に陥らせない 

⑤情報通信サービス、電力等ライフライン、燃料供給関連施設交通ネットワ

ーク等の被害を最小限にとどめるとともに、早期に復旧させる 

⑥社会・経済が迅速かつ従前より強靱な姿で復興できる条件を整備する 
 

●事脆弱性評価を踏まえた国土強靱化の推進方針 

（７）交通・物流 

２２）主要道路等の整備 

広域道路網が分断されないよう、国や県と連携し、主要幹線道路等の整備

及び維持管理を行います。 

〇道路整備アクションプログラムに基づき、計画的に地域の交流と経済活

動の活性化を支えるみちづくりを進めます。 

〇道路施設の点検を行い、修繕等の維持管理、長寿命化を推進します。 

◆主要市道の交通機能を確保します。 

〇橋梁長寿命化計画を更新します。 

〇市道橋梁の法定定期点検を実施します。 

◆下水道マンホールの浮上対策を推進します。 

〇道路網マスタープランの改定を行います。 

〇県と連携し、岩倉バイパス、安土バイパス等の道路整備を促進します。 

 

２３）緊急輸送道路等の整備 

災害発生時の緊急輸送道路及び代替輸送路の確保を図るため、市道や関連

施設等の整備・改良を推進します。 

〇生活空間の安全確保のために適正な道路幅を確保し、通学路等の整備・

踏切改良を推進します。  
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２）近江八幡市都市計画マスタープラン（令和４(２０２２)年１月改定） 

●目標年次 

令和２２(２０４０)年 

 

●将来のまちの姿 

人がつながり 未来をつむぐ 「ふるさと近江八幡」 

 

●まちづくりの目標 

①美しく活力ある郷土を引き継ぐまちづくり 

②安全で安心して暮らせるまちづくり 

③持続可能な都市構造を形成するまちづくり 

 

●目標とする都市構造 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【交通軸】 

広域連携軸 
市域を超えた広域的な人の移動や物流を支えるとともに、都市・地域

拠点間の連携を支える交通ネットワークとして JR 琵琶湖線、国道８号、
主要地方道大津能登川長浜線を位置づける。 

地域連携軸 

広域連携軸へのアクセスや、都市拠点又は地域拠点と日常生活圏を
連携し、市域内の交流を促進する交通ネットワークとして、近江鉄道八
日市線、航路、国道４２１号、国道４７７号、主要地方道土山蒲生近江八
幡線・近江八幡竜王線、湖岸道路、その他の一般県道を位置づける。 
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●都市整備の方針 

４ 景観形成 

エ 重点景観軸の景観形成 

・広域連携軸を構成する国道８号及び地域連携軸を構成する湖岸道路は、

本市を印象づける幹線道路にふさわしい沿道景観の形成を図ります。特

に、湖岸道路は湖岸レクリエーション地の導入路として、自然景観と調

和した緑豊かな景観形成を図ります。 

６ 都市施設の整備 

ア 道路の整備 

①広域的な連携の強化 

・広域交通ネットワークの充実・強化に向けて、国道８号の整備を促進し

ます。 

・蒲生スマートインターチェンジに連絡する主要地方道近江八幡竜王線

（岩倉バイパス）の整備を促進します。 

②地域間の連携強化 

・東西方向の幹線道路ネットワークを確立し、市域に分散して配置する各

拠点と居住地間との連携強化や災害時の安全性の向上等を図るため、主

要地方道大津能登川長浜線・大津守山近江八幡線（中部湖東幹線）の整

備を促進するとともに、近江八幡安土連絡道路（市道金剛寺中屋線・武

佐老蘇線）、都市計画決定をしている八木古川線、市道若宮上田線等の

整備を推進します。 

③市街地の特性に合わせた安全で魅力ある道路整備 

・商業地や住宅地の特性に合わせて、バリアフリー化を推進するとともに、

あんしん歩行エリア整備事業等により、安全で安心できる道づくりを推

進します。 

・観光地の周辺においては、既設の駐車場を有効活用し、観光都市として

の魅力の向上を図ります。交通結節点となる鉄道駅周辺においては、駐

車場の整備を推進し、円滑な自動車交通の確保を図ります。 

７ 地域防災 

ウ 地震・火災に強いまちづくり 

・細やかな防災ネットワークを構築し、地域の防災機能を高めるため、各

学区における防災拠点の整備を推進するとともに、災害時に安全な避難

を確保するための道路網の整備を図ります。 

 

●地域別構想 

２ 八幡地域 

【岡山地区】 

③集落環境の改善と地域資源を活かしたまちづくり 

・主要地方道大津能登川長浜線、主要地方道大津守山近江八幡線（中部湖

東幹線）の整備を促進します。 
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３ 八幡東地域 

【武佐地区】 

③集落環境の改善と地域資源を活かしたまちづくり 

・市道武佐老蘇線の整備を推進します。 

４ 八幡西地域 

【北里地区】 

①歴史を活かした安全・安心できる市街地づくり 

・主要地方道大津能登川長浜線、主要地方道大津守山近江八幡線（中部湖

東幹線）の整備を推進します。 

５ 安土地域 

【安土地区】 

① 本土東部の拠点づくり 

・主要地方道大津能登川長浜線の整備を促進するとともに、近江八幡駅周

辺とＪＲ安土駅周辺を連絡する近江八幡安土連絡道路の整備を推進し

ます。 

【老蘇地区】 

① 歴史を活かした安全・安心できる市街地づくり 

・地区内を東西に連絡する市道武佐老蘇線の整備を推進します。 
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３）近江八幡市立地適正化計画（令和４(２０２２)年１月） 

●目標年次 

令和２２(２０４０)年 
 

●まちづくりの課題 

（２）災害リスクの増大への対応 

防災上重要な施設整備（緊急輸送ネットワークを形成する道路施設、日野

川の河川改修事業等）とあわせて、被害を最小限に抑える「減災」の考え方

に基づいた備えの充実が必要です。 

（６）公共施設等の老朽化への対応 

道路の大半が昭和５９年以前に建設されている等、公共施設や都市基盤施

設の老朽化が進んでおり、安全性の低下や維持管理・更新費の増大が懸念さ

れます。 
 

●将来のまちの姿 

人がつながり 未来をつむぐ 「ふるさと近江八幡」 

 

●居住誘導区域及び都市機能誘導区域 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

●誘導施策 

①居住環境の向上 

老朽化した都市計画施設の改修・更新 

→都市公園（住区基幹公園）、都市計画道路の再整備やバリアフリー化等  
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４）近江八幡市交通安全計画第１１次（令和４(２０２２)年２月） 

●計画期間 

令和３(２０２１)年度から令和７(２０２５)年度 

 

●基本理念 

市民が安全で安心できる社会を実現するために交通の安全を確保する。 

人命尊重の理念に立ち、社会情勢や交通情勢の変化を踏まえながら交通事

故のない社会を目指す。 

 

●道路交通の安全 

○交通安全計画における目標 

①交通事故発生件数を「２３０件以下」とすることを目指します。 

②究極的には年間の交通事故死者数を「０人」とし、令和７年には「３人

以下」とすることを目指します。 

○交通安全対策を進める視点 

・交通事故実態を踏まえた安全対策の推進 

（１）住民と一体となった道路交通環境の整備 

（２）警察、道路管理者等関係機関との連携 

・高齢者、子ども及び障がい者の安全確保 

（１）道路環境の整備 

○道路交通に関する安全対策 

・道路交通環境の整備 

（１）道路網の体系的整備 

（２）生活に密着した身近な道路における人優先の安全・安心な歩行空

間の確保 

（３）地域住民等と一体となった道路交通環境の整備 

（４）効果的で重点的な事故対策の推進 

（５）交通需要マネジメントの推進 
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５）近江八幡市地域公共交通計画（令和５(２０２３)年３月） 

●計画期間 

令和５(２０２３)年度～令和１０(２０２８)年度 

 

●基本理念 

全ての市民が将来にわたって安心して暮らし続けられる 

地域特性に応じた持続可能な地域公共交通ネットワークの維持・充実 

 

●基本方針 

①まちづくりの方針を踏まえた持続可能な公共交通ネットワークの維持・充

実 

②将来にわたって安心して暮らし続けることができる移動環境の整備 

③新しいひとの流れを創出する公共交通サービスの整備 

 

●基本目標・施策 

１．広域連携軸・地域連携軸となる公共
交通ネットワークの機能維持 

1-1 鉄道のサービス機能・水準の維持 

1-2 航路のサービス機能・水準の維持 

２．幹線・地域内公共交通ネットワーク
の維持・連携 

2-1 あかこんバスの運行 

2-2 幹線・地域内フィーダー系統路線の運航 

３．交通結節点の機能強化 3-1 主要バス停留所の待合環境整備 

3-2 乗換・乗継ぎ環境の整備 

3-3 駅前広場へのアクセス環境の改善 

４．日常生活を支える３次交通の充実 4-1 日常生活を支える新たな交通の検討 

4-2 バスではカバーしきれない移動ニーズへ
の対応方法の研究 

５．周辺観光に資する公共交通サービ
スの検討 

5-1 観光２次交通の工夫と充実 

5-2 公共交通で行ける観光モデルルートの構
築に向けた働きかけ 

5-3 乗り捨てできるレンタサイクル等を活用し
た周遊促進の検討 

６．公共交通の利用促進 6-1 潜在的な利用者に向けた利用のきっかけ
となるサービスの検討 

6-2 公共交通の情報発信及び高度化の検討 

6-3 モビリティマネジメント 
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６）近江八幡市観光振興計画（令和５(２０２３)年３月改訂） 

●目標年次 

近江八幡市第１次総合計画に基づく（令和１０(２０２８)年） 

 

●理念 

近江八幡ライフスタイルツーリズム ～近江八幡らしい生活文化の継承と

共創～ 

 

●本市の観光施策 

施策４．サステナブルな仕組みの構築 

①多様な移動手段の提供 

（１）生活環境への負のインパクト軽減 

・交通渋滞対策 

・観光客に対するマナー、ルールの周知等 

（２）多様な移動手段の提供 

・歩きやすい道、自転車で走りやすい道の点検（ベビーカーや車椅子での

散策） 

・最適な交通手段の提供 

（自転車、電動キックボードシェア、観光ピストンバス等）と拠点の整備 

・観光のハブとなる駐車場等の整備及び有効活用 

（駐車場利用者に対するお店の割引等のサービス提供等を含む） 

・レンタサイクル運営検討 
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７）近江八幡市橋梁長寿命化修繕計画（令和７(２０２５)年１月） 

●計画期間 

１０年間（令和７(２０２５)年度～令和１７(２０３５)年度） 

 

●対象施設 

橋長２ﾒｰﾄﾙ以上の市道橋３２６橋と歩道橋２橋 

 

●目的 

今後老朽化する橋梁の増大に対応するため、地方公共団体自ら計画策定する

ことにより、従来の事後的な修繕及び架け替えから予防的な修繕及び計画的な

架け替えへの転換を図るとともに、維持管理を計画的に実施し、長期的視野に

基づき橋梁の健全性を保持することが目的である。 

 

●老朽化対策における基本方針 

優先順位の考え方については、「事故や不具合が発生した場合の被害の大き

さ（重要度）」と「維持管理を怠った時に事故や不具合が発生する確率（健全

性）」の２つで対策の優先順位を評価し、両者の評価項目を組み合わせて３段

階の区分で対策の優先順位を決定している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

健全性の評価は、５年に１度の頻度で実施が義務付けられている法定点検

の結果を用いる。 

また、橋梁点検の結果は、４段階評価となっており、この評価基準は国が

定めたもので、日本全国共通の評価基準を採用している。 
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Ⅴ．道路・交通の課題 

平成２８(２０１６)年４月策定の「近江八幡市道路網マスタープラン」において定

めた４つの道路が持つべき機能別方針の視点のほか、ここまでに整理した本市の現況

や上位・関連計画を踏まえ、【防災・減災】【観光・経済】【暮らしの安全と利便性】

【市民の健康増進】【維持管理】の５つの視点で、本市における道路・交通の課題を

整理します。 

 

【防災・減災】 

●災害への備えとリスク回避を念頭に置いた道路網の形成 

市街地のほとんどが洪水浸水想定区域になっているほか、琵琶湖西岸断層帯

地震の発生時には本市の大半が震度６弱～６強となることが想定されており、

琵琶湖東岸特有の地盤により液状化の危険区域も市内のほとんどで想定され

ています。 

そのような中、本市においては避難施設・避難所６３か所、一時避難場所９

４か所（うち広域避難場所３か所）、福祉避難所１４か所を指定しており、緊

急輸送道路を中心に、被災時においても緊急車両や物資輸送車両等が通行でき

る幅員が確保された道路整備や、橋梁等の道路構造物が耐震化された災害に強

い道路網の形成が必要です。 

 

《上位・関連計画におけるキーワード》  ※５０音順 

◆国の上位計画 

⇒国土強靭化   ⇒災害に強い   ⇒耐災害性能の確保 

⇒「被災する道路」から「救援する道路」に   ⇒防災・減災   ⇒無電柱化 

◆滋賀県の上位・関連計画 

⇒国土強靭化   ⇒自然災害への対応 

⇒平常時・災害時を問わない信頼性の高い道路整備  ⇒防災・減災  ⇒無電柱化 

◆近江八幡市の上位・関連計画 

⇒安全な避難の確保  ⇒国土強靭化   ⇒災害に強い 

⇒災害発生時の緊急輸送道路及び代替輸送路の確保 

⇒地震、水害、土砂災害、雪害対策等の道路・橋梁防災対策 

⇒防災・減災   ⇒無電柱化 

※ここで記載したキーワードは、「Ⅳ．上位・関連計画」で示した計画の内容を踏まえて整理したものです。 
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【観光・経済】 

●年々増え続ける観光交通に対応した交通体系の形成 

近年、観光入込客数は急激に増加しており、観光資源の集積する地区周辺や

アクセスする主要な道路において混雑も発生しています。また、名神高速道路

蒲生スマートインターチェンジが平成２５(２０１３)年１２月に供用開始さ

れ、更なる経済活動の活性化に寄与するものと期待されていることから、主要

地方道近江八幡竜王線（岩倉バイパス）等、アクセス道路の強化が必要です。 

また、パークアンドライド等による公共交通との連携強化や、特に観光資源

の集積する地区においてはウォーカブルな道路空間を形成することにより、に

ぎわいを創出しつつ、自動車交通を抑制する交通需要マネジメントも必要です。 

●交通渋滞を軽減する道路網の形成 

コロナ禍以降、商業・工業の従業者数は増加していますが、近江八幡駅周辺、

ＪＲ安土駅周辺や国道８号等、経済活動を支える主要な地区や市内外を結ぶ幹

線道路において混雑が発生していることから、円滑なアクセスができる道路網

の形成が必要です。 

 

《上位・関連計画におけるキーワード》  ※５０音順 

◆国の上位計画 

⇒ＩＣＴ交通マネジメント   ⇒ウォーカブル 

⇒基幹道路により連絡する拠点（近江八幡市） 

⇒基幹道路ネットワークの形成、強化   ⇒交通拠点へのアクセス確保 

⇒道路空間の再編   ⇒歩行者利便増進道路（ほこみち）制度 

◆滋賀県の上位・関連計画 

⇒ＩＣＴ交通マネジメント    ⇒ウォーカブル   ⇒蒲生スマートインターチェンジ   

⇒観光の活性化 

⇒広域交通ネットワークの充実・強化（国道８号、いなベ近江八幡線（国道４２１号）） 

⇒産業活動や地域交流を支える   ⇒渋滞緩和   ⇒道路空間再配分 

⇒都市計画道路の整備促進   ⇒歩行者利便増進道路（ほこみち）制度 

◆近江八幡市の上位・関連計画 

⇒移動基盤の整備・確保   ⇒ウォーカブル   ⇒蒲生スマートインターチェンジ 

⇒観光都市   ⇒暮らしと経済を支える基盤   ⇒広域的な連携の強化 

⇒交通渋滞対策   ⇒交通需要マネジメント   ⇒国道８号の早期、拡幅・改良 

⇒持続可能なまちづくり   ⇒市内幹線道路及び周辺市町へのアクセス道路の整備 

⇒地域間の連携強化 

※ここで記載したキーワードは、「Ⅳ．上位・関連計画」で示した計画の内容を踏まえて整理したものです。 
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【暮らしの安全と利便性】 

●生活利便性を向上させる道路網の形成 

高齢者や妊産婦、障がいのある人等が移動しやすいユニバーサルデザインや

バリアフリーに配慮した道路整備が必要です。 

市民の代表交通手段分担率は自動車が６割を超えていますが、都市計画道路

の整備率は約７割であり、幹線道路において混雑も発生していることから、で

きる限り早期に混雑緩和等の整備効果を発揮させるために、着実な道路整備の

推進が必要です。 

車以外の交通手段への転換を促進するとともに、駅への快適なアクセスや乗り

継ぎ環境の形成、市民の移動を支えるバス路線等、公共交通の確保・維持を支え

る道路網の形成が必要です。 

●安心・安全な移動を支える道路整備の推進 

国道８号のほか、近江八幡駅周辺の市街地や主要地方道近江八幡守山線付近、

一般県道近江八幡停車場線付近等、交通事故の発生が多い箇所が点在しているこ

とから、交通安全対策等も含めた安心・安全な道路整備の推進が必要です。 

また、本市においては「鷹飼町・桜宮町地区」、「鷹飼町北・出町地区」、

「丸の内町地区」をゾーン３０に指定しており、「鷹飼町・桜宮町地区」、に

ついては、令和７（２０２５）年度にゾーン３０プラスに指定される予定です。

今後も安心・安全に移動できる生活環境の形成が必要です。 

 

《上位・関連計画におけるキーワード》  ※５０音順 

◆国の上位計画 

⇒快適で豊かに生き生きと暮らせる   ⇒地域公共交通の確保・維持・改善 

⇒交通拠点へのアクセス確保   ⇒ゾーン３０、ゾーン３０プラス 

⇒誰もが自由に移動、交流、社会参加できる   ⇒バリアフリー 

⇒ユニバーサルデザイン 

◆滋賀県の上位・関連計画 

⇒ＩＣＴ交通マネジメント  ⇒安心・安全   ⇒公共交通の利便性向上   

⇒交通結節点へのアクセス道路の充実   ⇒渋滞緩和 

⇒地域を支える公共交通   ⇒都市計画道路の整備促進 

⇒人中心の道路空間創出（車と人の共存）  ⇒人々が暮らしやすいコンパクトなまちづくり 

⇒ユニバーサルデザイン 

◆近江八幡市の上位・関連計画 

⇒安全性・快適性（安全・安心）   ⇒移動基盤の整備・確保   ⇒交通渋滞対策 

⇒交通需要マネジメント   ⇒持続可能なまちづくり   ⇒生活関連道路の整備 

⇒地域公共交通ネットワークの維持・充実   ⇒バリアフリー 

⇒人優先の安全・安心な歩行空間の確保   ⇒ユニバーサルデザイン 

※ここで記載したキーワードは、「Ⅳ．上位・関連計画」で示した計画の内容を踏まえて整理したものです。 
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【市民の健康増進】 

●外出機会を創出する快適な道路空間の形成 

本市の自転車利用や外出率が減少していることから、既存で整備されている

自転車道をいかし、ビワイチとも連携した安全で快適な自転車利用環境の形成

が必要です。 

特に近江八幡市立地適正化計画において定められた都市機能や居住を誘導

する区域においては、道路空間の再編等による歩行者が安全に、快適に、そし

て楽しく歩ける、ウォーカブルな道路空間の形成や、安全で快適な自転車利用

環境の形成が必要です。 

 

《上位・関連計画におけるキーワード》  ※５０音順 

◆国の上位計画 

⇒安全で快適な自転車利用環境（シェアサイクルポート、駐輪場、自転車道ネットワーク等） 

⇒ウォーカブル   ⇒歩車共存 

◆滋賀県の上位・関連計画 

⇒安全安心で快適な自転車走行環境の創出  ⇒ウォーカブル 

⇒シェアサイクル等の普及  ⇒人中心の道路空間創出（車と人の共存）   ⇒ビワイチ 

⇒歩行空間整備（自転車歩行者道設置）   ⇒歩行者・自転車が利用しやすい 

◆近江八幡市の上位・関連計画 

⇒歩きやすい道、自転車で走りやすい道   ⇒ウォーカブル 

⇒人中心の空間への転換   ⇒ビワイチ   ⇒歩行者、自転車交通への配慮 

⇒レンタサイクル等の活用 

※ここで記載したキーワードは、「Ⅳ．上位・関連計画」で示した計画の内容を踏まえて整理したものです。 
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【維持管理】 

●適切で継続的な維持管理と修繕 

橋梁等の道路構造物の老朽化が進む中、安全性の低下や維持管理・更新費用 

の増大が懸念されており、先端技術の活用等による効率的な点検や維持管理の

高度化・効率化とともに、長寿命化等によるライフサイクルコストの低減が必

要です。 

●持続可能な道路環境を維持するための計画的な道路整備・修繕 

道路整備は近年の財政状況等を考慮し、必要な箇所を抽出して重点的に整備

を進めていく「選択と集中」が求められていることから、計画的に道路整備・

修繕を推進し、持続可能な道路環境を維持することが必要です。 

 

《上位・関連計画におけるキーワード》  ※５０音順 

◆国の上位計画 

⇒新技術を活用したメンテナンスの自動化や省力化の推進   ⇒長寿命化 

⇒道路協力団体等の参画による地域の道路のきめ細かな維持管理 

⇒予防保全型メンテナンスによるコスト抑制  ⇒老朽化 

◆滋賀県の上位・関連計画 

⇒先端技術の活用による効率的な点検や維持管理の高度化・効率化 

⇒長寿命化   ⇒ライフサイクルコストの低減 

◆近江八幡市の上位・関連計画 

⇒持続可能なまちづくり   ⇒長寿命化   ⇒適切な維持管理・更新   ⇒老朽化 

※ここで記載したキーワードは、「Ⅳ．上位・関連計画」で示した計画の内容を踏まえて整理したものです。 
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Ⅵ．道路整備の基本理念・基本方針 

１．道路整備の基本理念 

本市の道路整備においては、人口減少や高齢化の進展、観光交流の増加等の社会動

向のほか、国・県の政策方針を踏まえつつ、人と車とが共存し、観光・経済活動を支

援するとともに、災害に強く安全で安心して暮らせるまちづくりを支える道路整備、

維持管理・修繕を効果的・効率的に推進することで、本市の上位計画に示される将来

都市像「人がつながり 未来を紡ぐ 『ふるさと近江八幡』」の実現を支える必要があ

ります。 

そこで、本市の道路整備に係る基本理念を「安心・安全な暮らしを支え、次世代へ

とつなげる『みちづくり』」とし、「防災・減災を支える『強い』道路網の形成」、

「観光・経済活動を支え『にぎわい』を生み出す道路網の形成」、「暮らしの利便性

を向上させ『安心・安全』に移動できる道路網の形成」、「健康増進を支え『ゆとり』

をもたらす道路空間の形成」、「次世代へ『つなぐ』持続可能な道路環境の維持管理」

の５つの道路整備の基本方針のもと、選択と集中による効果的・効率的な道路整備・

維持を推進することで、「人がつながり 未来を紡ぐ 『ふるさと近江八幡』」の実現

を支えます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

本市が目指す将来都市像 

人がつながり 未来を紡ぐ 「ふるさと近江八幡」 
※近江八幡市第一次総合計画後期基本計画、近江八幡市都市計画マスタープラン、近江八幡市立地適正化計画 

本市の道路整備の基本理念 

安心・安全な暮らしを支え、次世代へとつなげる 「みちづくり」 

本市の道路整備の基本方針 

１.防災・減災を支える 「強い」 道路網の形成 

２.観光・経済活動を支え 「にぎわい」 を生み出す道路網の形成 

３.暮らしの利便性を向上させ 「安心・安全」 に移動できる道路網の形成 

４.健康増進を支え 「ゆとり」 をもたらす道路空間の形成 

５.次世代へ 「つなぐ」 持続可能な道路環境の維持管理 

実現を支える 
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２．道路整備の基本方針 

本市の道路整備の基本理念に基づき、２０年から３０年後を想定し、おおむね令和

３２(２０５０)年を目標年次として、５つの道路整備の基本方針に応じた道路網や道

路空間の形成に向け、整備を推進します。 

 また、整備にあたっては、将来の財政状況等を踏まえながら、既存ストックの継続

的な活用や優先度に応じて必要な路線を重点的に整備していくこととします。 
 

基本方針１：防災・減災を支える 「強い」 道路網の形成 

対応する課題 
●災害への備えとリスク回避を念頭に置いた道路網の形成 

① 緊急輸送道路や重要物流道路等、避難や救援活動、物資供給を行うために重要
な道路の整備を推進します。 

② 救急医療施設や主要な避難施設等へアクセスする道路の整備を推進します。 

③ 住宅地等の居住地域において、緊急車両の通行や避難等が円滑に行える道路環
境を形成します。 

④ 近隣都市との連携強化に寄与する主要な道路の整備を推進します。 
 

基本方針２：観光・経済活動を支え 「にぎわい」 を生み出す道路網の形成 

対応する課題 

●年々増え続ける観光交通に対応した交通体系の形成 
●交通渋滞を軽減する道路網の形成 

① 国道８号をはじめ、県道や都市計画道路等、本市の骨格を形成し、観光・経済
活動を支える幹線道路の整備を推進します。 

② 蒲生スマートインターチェンジからのアクセス道路や、本市周辺の観光地及び
市内の主要観光地を結ぶ、広域的な交流を支える道路の整備を推進します。 

③ 経済活動の中心となる駅周辺のほか、観光資源の集積する地区周辺の回遊性の
向上、にぎわいの創出に寄与する道路空間の形成を推進します。 

④ 公共交通との連携強化及びパークアンドライド等による自動車交通を抑制する
交通需要マネジメントを推進します。 

 

基本方針３：暮らしの利便性を向上させ 「安心・安全」 に移動できる道路網の形成 

対応する課題 
●生活利便性を向上させる道路網の形成 
●安心・安全な移動を支える道路整備の推進 

① ユニバーサルデザインやバリアフリーに配慮した安心・安全で快適に移動でき
る道路の整備を推進します。 

② 都市計画道路等の既に計画されている道路のうち、必要性の高い道路の整備を
推進します。 

③ 公共交通網の確保・維持を支える道路の整備を推進します。 

④ 交通事故の発生を抑制し、児童、学生等が安心・安全に通学できる道路の整備
を推進します。 

⑤ ゾーン３０やゾーン３０プラスの指定等、安心・安全に移動できる生活環境の
形成を推進します。 
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基本方針４：健康増進を支え 「ゆとり」 をもたらす道路空間の形成 

対応する課題 
●外出機会を創出する快適な道路空間の形成 

① 既存ストックをいかし、自転車利用の促進に寄与する快適な自転車利用環境の
形成を推進します。 

② 歩行者が安全に、快適に、そして楽しく歩ける歩行環境の形成を推進します。 

 

基本方針５：次世代へ 「つなぐ」 持続可能な道路環境の維持管理 

対応する課題 
●適切で継続的な維持管理と修繕 

●持続可能な道路環境を維持するための計画的な道路整備・修繕 

① 整備された既存ストックを適切に管理、点検し、安心・安全で快適な移動環境
を維持します。 

② ライフサイクルコストを意識したアセットマネジメント等に基づいた道路整
備、修繕を推進します。 

③ 優先度に応じた、必要な路線の計画的で重点的な整備を推進します。 
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Ⅶ．将来道路網 

本市の上位計画に示される将来都市像の実現に向け、本計画において定めた１か

ら４の道路整備の基本方針（維持管理に関する基本方針５を除く）に応じた、実現

を目指す将来道路網を設定します。 

 

１．防災・減災を支える 「強い」 道路網の形成 

（１）整備方針 

①  緊急輸送道路や重要物流道路等、避難や救援活動、物資供給を行うために重要な道

路の整備を推進します。 

⇒ 緊急輸送を確保するため必要な道路として指定されている、県庁所在地、

地方中心都市及び重要港湾、空港等を連絡する道路としての第１次緊急輸送

道路、第１次緊急輸送道路と市町村役場、主要な防災拠点（行政機関、主要

駅、港湾、ヘリポート、医療施設等）を連絡する道路としての第２次緊急輸

送道路、市町村が指定した防災拠点等と第２次緊急輸送道路を結ぶ道路とし

ての第３次緊急輸送道路のほか、平常時、災害時を問わない安定的な輸送を

確保し、物流の更なる円滑化等を図るため、国土交通大臣が指定している重

要物流道路である国道８号を位置づけます。 

 

②  救急医療施設や主要な避難施設等へアクセスする道路の整備を推進します。 

⇒ 防災拠点等に指定されている近江八幡市役所や安土町総合支所の公的施

設、近江八幡市立総合医療センター、小学校、地域コミュニティセンター等

を一体的に整備し、避難所、物資集積拠点等の防災機能を兼ね備えたコミュ

ニティエリアのほか主要な避難施設等にアクセスする道路を位置づけます。 

 

③  住宅地等の居住地域において、緊急車両の通行や避難等が円滑に行える道路環境を

形成します。 

⇒ 近江八幡市立地適正化計画で都市の居住者の居住を誘導すべき区域として

指定されている居住誘導区域内において、道路整備を推進する５.５ﾒｰﾄﾙ未満

の道路が密集するエリアを位置づけます。 

 

④  近隣都市との連携強化に寄与する主要な道路の整備を推進します。 

⇒ 近江八幡市都市計画マスタープランにおいて、市域を超えた広域的な人の

移動や物流を支えるとともに、都市・地域拠点間の連携を支える交通ネット

ワークとして位置づけられている広域連携軸を位置づけます。 

また、滋賀県道路整備アクションプログラム２０２３において、無電柱化

事業が位置づけられている国道、県道を位置づけます。 
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（２）防災・減災を支える 「強い」 道路網（将来道路網） 
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２．観光・経済活動を支え 「にぎわい」 を生み出す道路網の形成 

（１）整備方針 

①  国道８号をはじめ、県道や都市計画道路等、本市の骨格を形成し、観光・経済活動を

支える幹線道路の整備を推進します。 

⇒ 近江八幡市都市計画マスタープランにおいて、市域を超えた広域的な人の

移動や物流を支えるとともに、都市・地域拠点間の連携を支える交通ネット

ワークとして位置づけられている広域連携軸、広域連携軸へのアクセスや、

都市拠点又は地域拠点と日常生活圏を連携し、市域内の交流を促進する交通

ネットワークとして位置づけられている地域連携軸のほか、都市計画道路、

主要渋滞箇所が指定されている道路を位置づけます。 

また、滋賀県道路整備アクションプログラム２０２３において、バイパス

整備事業、道路拡幅事業が位置づけられている国道、県道を位置づけます。 

 

②  蒲生スマートインターチェンジからのアクセス道路や、本市周辺の観光地及び市内の主

要観光地を結ぶ、広域的な交流を支える道路の整備を推進します。 

⇒ 名神高速道路蒲生スマートインターチェンジにアクセスする道路のほか、

近江八幡市都市計画マスタープランにおいて、市域を超えた広域的な人の移

動や物流を支えるとともに、都市・地域拠点間の連携を支える交通ネットワ

ークとして位置づけられている広域連携軸及び主要な観光地を結ぶ道路を位

置づけます。 

 

③  経済活動の中心となる駅周辺のほか、観光資源の集積する地区周辺の回遊性の向上、

にぎわいの創出に寄与する道路空間の形成を推進します。 

⇒ 近江八幡市都市計画マスタープランにおいて、近江八幡駅、市役所等を含

むエリアで位置づけられている都市拠点、ＪＲ安土駅、ＪＲ篠原駅を中心と

したエリアで位置づけられている地域拠点及び近江八幡市立地適正化計画で

都市機能増進施設の立地を誘導すべき区域として指定されている都市機能誘

導区域を位置づけます。 

 

④  公共交通との連携強化及びパークアンドライド等による自動車交通を抑制する交通需

要マネジメントを推進します。 

⇒ パークアンドライドにおいて、シャトルバスが発着する駐車場にアクセス

する道路を位置づけます。また、交通需要マネジメントに基づいた施策を検

討、推進します。 
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（２）観光・経済活動を支え 「にぎわい」 を生み出す道路網（将来道路網） 
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３．暮らしの利便性を向上させ 「安心・安全」 に移動できる道路網の形成 

（１）整備方針 

①  ユニバーサルデザインやバリアフリーに配慮した安心・安全で快適に移動できる道路の整

備を推進します。 

⇒ 近江八幡市交通バリアフリー基本構想（近江八幡駅周辺）における特定道

路、近江八幡市立地適正化計画で都市の居住者の居住を誘導すべき区域とし

て指定されている居住誘導区域内の国道、県道、都市計画道路等を位置づけ

ます。 

また、滋賀県道路整備アクションプログラム２０２３において、歩行空間

整備事業、歩道整備事業が位置づけられている国道、県道を位置づけます。 

 

②  都市計画道路等の既に計画されている道路のうち、必要性の高い道路の整備を推進し

ます。 

⇒ 近江八幡市道路網マスタープランで定めた本市の将来道路網を対象に、近

江八幡市道路整備アクションプログラムにおいて、整備の必要性を評価しま

す。 

 

③  公共交通網の確保・維持を支える道路の整備を推進します。 

⇒ 近江八幡駅、ＪＲ篠原駅、ＪＲ安土駅、近江鉄道武佐駅のほか、沖島通船

が運航している堀切港にアクセスする道路を位置づけます。 

 

④  交通事故の発生を抑制し、児童、学生等が安心・安全に通学できる道路の整備を推進

します。 

⇒ スクールゾーンの設定の目安となる小学校からおおむね５００ﾒｰﾄﾙ圏内の

通学路のうち、交通事故の発生が多い箇所を含む道路を位置づけます。 

 

⑤  ゾーン３０やゾーン３０プラスの指定等、安心・安全に移動できる生活環境の形成を

推進します。 

⇒ ゾーン３０やゾーン３０プラスが指定されているエリアを位置づけます。 
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（２）暮らしの利便性を向上させ 「安心・安全」 に移動できる道路網（将来道路網） 
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４．健康増進を支え 「ゆとり」 をもたらす道路空間の形成 

（１）整備方針 

①  既存ストックをいかし、自転車利用の促進に寄与する快適な自転車利用環境の形成を

推進します。 

⇒ 既存自転車道のほか、本市や県で位置づけられているサイクリングルート

を位置づけます。また、滋賀県道路整備アクションプログラム２０２３にお

いて、自転車通行空間整備事業が位置づけられている国道、県道を位置づけ

ます。 

 

②  歩行者が安全に、快適に、そして楽しく歩ける歩行環境の形成を推進します。 

⇒ 近江八幡市交通バリアフリー基本構想（近江八幡駅周辺）における特定道

路のほか、近江八幡市立地適正化計画で都市の居住者の居住を誘導すべき区

域として指定されている居住誘導区域内の国道、県道、都市計画道路等を位

置づけます。 
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（２）健康増進を支え 「ゆとり」 をもたらす道路空間（将来道路網） 
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５．本市の将来道路網 

ここまでの検討結果より、４つの道路整備の基本方針に応じた、実現を目指す将来道路網を示します。 

 

（１）将来道路網 路線図 
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（２）将来道路網 路線一覧 

   
  

1  一般国道 ８号 19  市　道 中小森緑町線

2  一般国道 ４２１号 20  市　道 中小森鷹飼線

3  一般国道 ４７７号 21  市　道 安養寺若宮線

 該当数 3 路線 22  市　道 若宮上田線

1  主要地方道 大津能登川長浜線 23  市　道 駅前西庄線

2  主要地方道 近江八幡竜王線 24  市　道 黒橋西庄線

3  主要地方道 彦根近江八幡線 25  市　道 区整南４条線

4  主要地方道 大津守山近江八幡線 26  市　道 金剛寺鷹飼２号線

5  主要地方道 土山蒲生近江八幡線 27  市　道 小西大房線

6  主要地方道 近江八幡守山線 28  市　道 東横関竹町線

7  主要地方道 大津能登川長浜線（安土） 29  市　道 東横関東町線

8  主要地方道 近江八幡竜王線（千僧供・倉橋部） 30  市　道 池田本町竹町線

9  主要地方道 土山蒲生近江八幡線（中羽田・馬淵） 31  市　道 馬淵上畑線

10  主要地方道 大津守山近江八幡線（野村）（水茎・大房） 32  市　道 千僧供東川線

11  一般県道 安養寺入町線 33  市　道 馬淵新在家線

12  一般県道 安土停車場桑実寺本堂線 34  市　道 千僧供馬淵線

13  一般県道 下豊浦鷹飼線 35  市　道 倉橋部浄土寺線

14  一般県道 安土西生来線 36  市　道 倉橋部新巻線

15  一般県道 小脇西生来線 37  市　道 浄土寺６号線

16  一般県道 大房東横関線 38  市　道 竜王近江八幡八日市線

17  一般県道 近江八幡停車場線 39  市　道 武佐西生来線

18  一般県道 栗見新田安土線 40  市　道 長光寺武佐線

19  一般県道 伊庭円山線 41  市　道 沖島１０号線

20  一般県道 綾戸東川線 42  市　道 沖島６号線

21  一般県道 近江八幡大津線 43  市　道 沖島１号線

22  一般県道 近江八幡安土能登川自転車道線 44  市　道 老蘇内野線

 該当数 22 路線 45  市　道 老蘇中央線

1  市　道 黒橋八木線 46  市　道 白王５号線

2  市　道 近江八幡駅千僧供線 47  市　道 弁天堤防１号線

3  市　道 江頭野村線 48  市　道 弁天堤防２号線

4  市　道 江頭９号線 49  市　道 北原線

5  市　道 江頭古川線 50  市　道 池田岩神２号線

6  市　道 篠原駅南口停車場線 51  市　道 江藤薬師線

7  市　道 池田本町益田線 52  [仮称] 市道　 西元土田線（土田工区）

8  市　道 孫平治土田線 53  [仮称] 市道　 黒橋八木線（黒橋工区）

9  市　道 中村大房線 54  [仮称] 市道　 武佐老蘇線（西生来工区）

10  市　道 白雲宮内線 55  [仮称] 市道　 武佐老蘇線（老蘇工区）

11  市　道 出町仲屋町線 56  [仮称] 市道　 近江八幡安土連絡線

12  市　道 上田出町線 57  [仮称] 市道　 馬淵上田線

13  市　道 区整東５号線  該当数 57 路線

14  市　道 区整東１号線 1  [仮称] 農道 八木古川線

15  市　道 西本郷音羽線 2  [仮称] 農道 浅小井常楽寺線

16  市　道 浅小井大町線 3  [仮称] 農道 安養寺野洲線

17  市　道 下中筋線  該当数 3 路線

18  市　道 多賀円山線  合　計 85 路線

区
分

番
号

路線種別・路線名称
区
分

番
号

路線種別・路線名称

国
　
道

市
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
道

県
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
道

市
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
道

そ
の
他

 　　　路線数
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用 語 集 

【あ】  

ＩＣＴ交通マネジメント ●ＩＣＴ（アイ・シー・ティー）とは Information and Communication 

Technologyの略称で、情報通信技術のこと。 

●ＩＣＴを活用して交通の効率化や安全性向上を図る取組のこと。 

一般県道 ●都道府県知事が認定し、その都道府県が管理する道路のことで、

主要地方道以外の県道のこと。 

一般国道 

（直轄国道、補助国道） 

●国道には高速自動車国道法第４条で定義されている「高速自動車

国道」と道路法第５条で定義されている「一般国道」がある。 

また、一般国道には国が直接管理する「直轄国道」と都府県、政令

指定都市が管理する「補助国道」がある。 

ウォーカブル ●ウォーカブル（Walkable）とは、「歩きやすい」や「歩くのが楽し

い」という意味で、歩く（walk）とできる（able）を組み合わせた

造語である。 

●車中心のまちづくりから、歩行や公共交通機関といった移動方法

を中心とし、居心地が良く歩きたくなるまちづくりのこと。 

ＡＩ ●ＡＩ（エー・アイ）とは Artificial Intelligenceの略称で、人

工知能のことであり、人間の知能を模倣するコンピュータシステ

ムやプログラムのこと。 

液状化現象 ●地震の際に地下水位の高い砂質地盤が振動によって液体状になる

現象のこと。 

【か】  

外出率 ●特定の調査対象日に、全体の調査対象のうち外出した人の割合の

こと。 

既存ストック ●既に存在している資産や道路等の社会や経済活動を支える基盤と

なる施設・設備のこと。 

緊急輸送道路 ●災害直後から、避難・救助をはじめ、物資供給等の応急活動のため

に、緊急車両の通行を確保すべき重要な路線で、高速自動車国道や

一般国道及びこれらを連絡する基幹的な道路が指定されている。 

●第１次緊急輸送道路は、主に県庁所在地、地方中心都市及び重要港

湾、空港等を連絡する道路が、第２次緊急輸送道路は、第１次緊急輸

送道路と市町村役場、主要な防災拠点（行政機関、公共機関、主要駅、

港湾、ヘリポート、災害医療拠点、自衛隊等）を連絡する道路が、第

３次緊急輸送道路は、その他の重要な道路が指定されている。 

洪水浸水想定区域 ●想定し得る最大規模の降雨により河川が氾濫した場合に浸水が予

想される区域のこと。 

交通結節点 ●鉄道駅やバスターミナル等で、複数の交通手段が接続し、乗り換

えができる場所のこと。 

交通需要マネジメント ●道路交通の混雑を緩和し、環境負荷を軽減することを目指し、交

通行動の変更を促して、交通量の抑制や集中の平準化を図る取組

のこと。 

●交通需要マネジメントはＴＤＭ（ティー・ディー・エム）とも言

い、Transportation Demand Managementの略称である。 

混雑度 ●道路の混み具合を示す指標で、交通容量に対する交通量の比率の

こと。 

●混雑度が１.００以上になるとその道路の交通容量を超えたこと

を意味し、１.２５以上になるとピーク時間帯はもとより、ピーク

時間を中心として混雑する時間帯が加速度的に増加する可能性が

高い状態を表している。 
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【さ】  

市街化区域 ●都市計画法に基づいて指定された区域で、既に市街地を形成して

いるか、またはおおむね１０年以内に市街地として整備を進める

べき区域のこと。 

市街化調整区域 ●都市計画法に基づいて指定された区域で、無秩序な市街化を防止

し、計画的な市街化を図るために市街化を抑制すべき区域のこと。 

滋賀県渋滞対策協議会 ●滋賀県内の道路交通における渋滞の解消・緩和に向け、道路事業

者、道路利用者団体等、関係機関の連携による検討体制を整え、課

題の状況を継続的に把握・共有し、効果的な渋滞対策の推進を図

るために設置された協議会のこと。 

【滋賀国道事務所ホームページ】 

https://www.kkr.mlit.go.jp/shiga/etc/jyutai.html 

重要物流道路 ●平常時・災害時を問わない安定的な輸送を確保するため、物流上

重要な道路輸送網として国土交通大臣が指定した路線で、機能強

化や重点支援が実施される。 

主要地方道 ●国道や高速道路とともに広域交通を担う幹線道路として位置づけ

る道路で、国土交通大臣が指定する、その地域で主要な役割を担

う都道府県道や指定市（人口５０万以上で政令で指定された都市）

の市道のこと。 

震度 ●地震の揺れの強さを表す指標で、地震の揺れを感じる程度や建物

への影響等に基づいて、０から７までの１０段階で表される。 

ゾーン３０ 

ゾーン３０プラス 

●指定された区域内で車両の最高速度を時速３０ｷﾛに制限し、生活

道路における歩行者や自転車の安全な通行を確保するために実施

される交通安全対策のこと。 

●ゾーン３０プラスは、速度制限に加えて、狭さくやスラローム等

の物理的な対策を実施する等、ゾーン３０の取組を更に強化した

もの。 

【た】  

代表交通手段分担率 ●ある代表交通手段が全体の代表移動手段の中で占める割合のこと。 

●代表交通手段とは、ある目的地までの移動の中で複数の交通手段

を利用した場合、その中で最も多く利用した交通手段のこと。 

地区計画 ●都市計画法に基づいて特定の地区の特性に応じたまちづくりを誘

導するための計画で、住民の合意に基づき、地区の将来像や目標を

設定し、その実現に向けて具体的な整備方針や規制を定めたもの。 

ＤＩＤ 

（人口集中地区） 

●ＤＩＤ（ディー・アイ・ディー）とは Densely Inhabited District

の略称で、原則として人口密度が 1 平方ｷﾛﾒｰﾄﾙ当たり４，０００

人以上の地区のこと。 

都市計画区域 ●都市計画法に基づいて指定された区域で、都道府県知事や国土交

通大臣が指定する、都市の一体的な整備、開発、保全を図るため区

域のこと。 

●都市計画区域を構成するエリアとして、市街化区域や市街化調整

区域等がある。 

都市計画公園 ●都市計画法に基づいて都市計画区域内に設置される公園や緑地の

こと。 

都市計画道路 ●都市計画法に基づいて計画される道路で、都市の骨格を形成し、

都市の健全な発展と機能的な都市活動を確保するための道路。 

土砂災害警戒区域 ●土砂災害防止法に基づいて指定される区域で、土砂災害が発生した

場合に住民の生命や身体に危害が生じるおそれがある区域のこと。 

土地区画整理事業 ●都市計画区域内の土地において、土地の形状や配置の変更、道路

や公園、上下水道等の公共施設の新設・変更により、公共施設の整

備改善及び宅地の利用増進を図るために行われる事業のこと。 
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【な】  

南海トラフ地震 ●南海トラフ（フィリピン海プレートとユーラシアプレートが接す

る沈み込み帯）で発生する巨大地震のこと。 

【は】  

パーソントリップ（ＰＴ） 

調査 

●ＰＴ（ピー・ティー）とは Person Tripの略称で、一定の調査対象

地域内において「人の動き」（パーソントリップ）を調べる調査の

こと。 

ＰＬ値 ●ＰＬ（ピー・エル）とは Potential Liquefactionの略称で、地震

時における地盤の液状化の危険度を評価するための指標として、

液状化する可能性を数値化したもの。 

ビワイチ 

ビワイチ・プラス 

●ビワイチは「琵琶湖一周」の略称で、琵琶湖を自転車で一周する長

距離サイクリングルートとして、国土交通省が定めるナショナル

サイクルルートの一つとして認定されている。 

●ビワイチ・プラスは、琵琶湖沿いのビワイチに加え、内陸部の歴史

遺産や絶景スポットを巡るコースとして指定されたサイクリング

コースのこと。 

琵琶湖西岸断層帯地震 ●滋賀県高島市から大津市にかけた琵琶湖の西岸を南北に伸びる琵

琶湖西岸断層帯で発生する地震のこと。 

歩行者利便増進道路（ほこ

みち）制度 

●令和２年１１月に創設された、にぎわいのある道路空間を構築す

るための道路の指定制度のこと。 

●本制度では、歩行者が快適に滞在・回遊できる空間の整備を図る

道路・区間（ほこみち）を指定することができ、その中に特例区域

を定めることで、道路空間を活用する際に必要となる道路占用許

可が柔軟に認められ、道路管理者が道路空間を活用する者（＝占

用者）を公募により選定することが可能となる。（通常は５年であ

るが最長２０年になる。） 

【ま】  

マグニチュード ●地震の規模を表す指標で、地震によって放出されるエネルギーの

大きさを示したものであり、マグニチュードの値が１増えると、

地震のエネルギーは約３２倍になるとされている。 

【や】  

ユニバーサルデザイン ●ユニバーサルデザイン（Universal Design）とは、年齢、性別、能

力、文化等に関係なく、全ての人が使いやすいように設計された

デザインのこと。 

用途地域 ●都市計画法に基づいて指定される地域で、住居、商業、工業等の用

途が混在することを防ぎ、計画的な都市開発を促進するために、

土地の利用目的に応じて建築できる建物の種類や用途を制限した

地域のこと。 

●用途地域は大きく住宅系用途地域、商業系用途地域、工業系用途

地域に分類される。 

【ら】  

ライフサイクルコスト ●道路のライフサイクルコストは、設計、建設、運用、維持管理、更

新を含む、将来にわたって必要となる総費用のこと。 

ラムサール条約 ●正式名称は「特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関す

る条約」で、１９７１年にイランのラムサールで採択された湿地

の保全に関する国際条約のこと。 

旅行速度 ●その区間の平均速度（ｷﾛﾒｰﾄﾙ毎時（km/h））のことで、区間の走行

距離を走行に要した時間で割った値のこと。 
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資 料 編 

１．検討の経緯 

（１）第１回 近江八幡市道路網マスタープラン策定委員会 

開催日時  令和 ７年 ４月２３日 １４時から 

開催場所  安土町総合支所 防災センター２階 防災会議室１ 

議事内容  ・道路網マスタープランの見直しについて 

        ・本市の現況・課題について 

        ・道路整備の基本理念・基本方針について 

（２）第１回 庁内関係課会議 

開催日時  令和 ７年 ５月２０日 １４時から 

開催場所  安土町総合支所 防災センター２階 防災会議室２ 

議事内容  ・本市の現況・課題について 

        ・道路整備の基本理念・基本方針について 

           ・将来道路網について 

（３）庁内関係課 意見照会 

   照会期間  令和 ７年 ５月２３日 ～ ６月 ４日 

照会内容  ・将来道路網について 

（４）第２回 庁内関係課会議 

開催日時  令和 ７年 ６月２５日 １４時から 

開催場所  安土町総合支所 防災センター２階 防災会議室２ 

議事内容  ・将来道路網について 

（５）第２回 近江八幡市道路網マスタープラン策定委員会 

開催日時  令和 ７年 ７月２３日 １４時から 

開催場所  安土町総合支所 防災センター２階 防災会議室１・２ 

議事内容  ・庁内関係課会議について 

        ・将来道路網の設定について 

（６）「近江八幡市道路網マスタープラン（案）」に係るパブリックコメント（意見公募） 

意見公募期間  令和 ７年 ９月１６日 ～ １０月１５日 

意見公募内容  近江八幡市道路網マスタープラン（案）について 

（７）第３回 近江八幡市道路網マスタープラン策定委員会 

開催日時  令和 ７年１１月１０日 １４時から 

開催場所  安土町総合支所 防災センター２階 防災会議室１ 

議事内容  ・パブリックコメント（意見公募）の結果について 

        ・近江八幡市道路網マスタープラン（案）について 
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２．近江八幡市道路網マスタープラン策定委員会 設置要綱 

 

○近江八幡市道路網マスタープラン策定委員会設置要綱 

平成２６年１２月１９日 

告示第１９０号 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、近江八幡市内の道路を検証し、及びそのあるべき姿を明確に

するとともに、安全かつ快適な市民生活ができるまちづくりを行うことを目的と

して、近江八幡市道路網マスタープラン（以下「マスタープラン」という。）を

策定するために設置する近江八幡市道路網マスタープラン策定委員会（以下「委

員会」という。）の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（令７告示１７・一部改正） 

（所掌事項） 

第２条 委員会は、次に掲げる事項について所掌する。 

(1) マスタープランの策定に係る検討に関すること。 

(2) その他市長が必要と認める事項に関すること。 

（組織） 

第３条 委員会は、委員２０名以内をもって組織する。 

２ 委員会の委員（以下「委員」という。）は、次の掲げる者のうちから市長が委

嘱又は任命する。 

(1) 学識経験を有する者 

(2) 関係行政機関の職員 

(3) 市内に住所を有する者又は市内の事業所、団体等から推薦された者 

(4) 市職員 

（令７告示１７・一部改正） 

（委員長等） 

第４条 委員会に委員長を置く。 

２ 委員長は、委員の互選により定める。 

３ 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。 

４ 委員長に事故あるとき又は欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する者がそ

の職務を代理する。 
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（任期） 

第５条 委員の任期は、委嘱又は任命の日からマスタープランが策定された日まで

とする。 

２ 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（会議） 

第６条 委員会の会議（以下「会議」という。）は、委員長が招集し、その議長と

なる。 

２ 委員長は、必要があると認めたときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見

又は説明を聴くことができる。 

（庶務） 

第７条 委員会の庶務は、土木主管課において処理する。 

（令７告示１７・一部改正） 

（その他） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が委員

会に諮って別に定める。 

付 則 

この要綱は、告示の日から施行する。 

付 則（令和７年告示第１７号） 

この要綱は、告示の日から施行する。 
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近江八幡市 告示第１７号 

 

 近江八幡市道路網マスタープラン策定委員会設置要綱（平成２６年近江八幡市告

示第１９０号）の一部を次のように改正する。 

 

  令和 ７年 ２月 ４日 

 

近江八幡市長 小 西  理      

 

第１条中「のあるべき姿」を削り、「明確に」を「及びそのあるべき姿を明確

に」に、「さらに安全で」を「安全かつ」に改める。 

 第３条第１項中「１６名」を「２０名」に改め、同条第２項中「委員」の次に

「（以下「委員」という。）」を加える。 

 第７条中「都市計画主管課」を「土木主管課」に改める。 

付 則 

この要綱は、告示の日から施行する。 
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３．近江八幡市道路網マスタープラン策定委員会 名簿 

令和７(２０２５)年４月時点  

【 委 員 】 

区  分 団 体 名 ・ 所 属 等 役 職 等 氏  名 

学識経験者 
京都大学 経営管理大学院 

工学研究科 都市社会工学専攻 
教 授 大庭 哲治 

関係行政 

機関の職員 

滋賀県 東近江土木事務所 道路計画課長 竹田 昌史 

近江八幡警察署 交通課長 黒川 昭登 

東近江行政組合 近江八幡消防署 副署長 深沢 友貴 

関係団体、 

関係事業者 

等を代表す 

る者 

近江八幡商工会議所 専務理事 堤  昭憲 

安土町商工会 会 長 井上 芳夫 

近江八幡観光物産協会 事務局長 田中 宏樹 

近江八幡市 身体障害者厚生会 監 事 松本 敏男 

近江鉄道株式会社 自動車部 部長 北村 真治 

近江八幡市 連合自治会 連合自治会長 松岡 静司 

近江八幡地区 交通安全協会 会 長 上阪 廣子 

市職員 

総合政策部 部 長 辻  公寿 

教育委員会 部 長 太田 明文 

市民部 部 長 澤井  保 

産業経済部 部 長 大林 一裕 

安土町総合支所 支所長 深尾 朋広 

都市整備部 部 長 小林 良孝  

 

  



107 

 

【 事 務 局 】 

所 属 等 役職・職位等 氏   名 

都市整備部土木課 課 長 林  誠司 

都市整備部土木課 設計施工グループ 
課長補佐 

（グループリーダー） 
小林  亮 

 主 幹 乾  直樹 

 副主幹 中上 智行 

 主任技師 福永 就雄 

 技 師 谷口  毅 

 技 師 北川 陽大 
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